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第１編 総論 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

日本における高齢化の進行は世界に類をみない速さで進行しており、深刻な問題となっていま

す。国の将来予測によれば、令和７年（2025年）には団塊の世代が75歳以上に、令和22年（2040

年）は団塊ジュニアが65歳以上となり、高齢者人口や介護ニーズは今後増加していくことが予測

されます。また、認知症高齢者や一人暮らし高齢者といった特に支援が必要な高齢者が増加する

一方で、地域のつながりの希薄化や介護人材不足といった課題も多数存在しており、早急な対応

が必要となっています。 

本村においても高齢者人口及び高齢化率の増加は加速度的に進行しており、令和２年（2020年）

には高齢化率が３割を超え、その後も増加しています。今後も高齢化の進行とあわせて要介護認

定者数も増加していくことが予想されます。 

本村では、「活き活きと笑顔で暮らせる村づくり」を基本理念に掲げ、住民が生涯健康で過ごす

ことができるよう、介護予防や重症化予防に取り組みながら、重度な要介護状態となっても住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支

援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を始め、近隣市町村や関係機関との連携を

図りながら高齢者福祉施策を推進してきました。 

この度、『第９次高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画』の計画期間が令和５年度末を

もって終了することから、国の動向・方針を踏まえるとともに、社会情勢の変化や住民のニーズ

に対応することを目的として、新たに『第10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画』

を策定しました。 
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２ 計画の位置づけ・期間 

⚫ 本計画は、老人福祉法第20条の８第１項により策定が求められている「市町村老人福祉計

画」、介護保険法第117条第１項により策定が求められている「市町村介護保険事業計画」

であり、それぞれ本村における高齢者福祉施策、介護保険事業運営に係る保険給付の円滑

な実施等に関する基本的な計画として位置づけられています。 

⚫ 本計画は、鳴沢村第５次長期総合計画後期基本計画や関連する諸計画との整合を持った計

画であり、効率的な施策の推進を図ります。 

⚫ 寝たきり予防・認知症予防等の要介護状態にならないための施策を中心とすることで、介

護保険事業計画の効率的かつ効果的な運用に努めます。 

⚫ 本計画の期間は、令和６年度（2024年度）～令和８年度（2026年度）の３年間となってい

ます。 

⚫ 次期計画に向けた見直しを令和８年度（2026年度）に行う予定ですが、それ以前でも法改

正や高齢者を取り巻く環境の変化などに応じて必要な見直しを行います。 

 

令和３年度 

(2021年度) 

令和４年度 

(2022年度) 

令和５年度 

(2023年度) 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

令和９年度 

(2027年度) 

令和10年度 

(2028年度) 

令和11年度 

(2029年度) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し⇒ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

３ 計画策定の方法 

（１）「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、「在宅介護実態調査」の実施 

計画の見直しにあたり、高齢者の生活や健康状態、保健福祉サービスや介護保険サービスの

満足度等を把握するため、令和４年度（2022年度）に一般高齢者及びすべての在宅サービス利

用者を対象に、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」、「在宅介護実態調査」を実施しました。

（調査の概要及び結果については、13～24ページを参照。） 

 

（２）「鳴沢村高齢者福祉計画並びに介護保険事業計画懇話会」による計画づくり 

計画の見直しに際しては、村民である被保険者等の意見が反映されるよう、行政内部だけで

はなく、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、村民代表の参画を得て、高齢者福祉計画

並びに介護保険事業計画懇話会を設置して検討を行うとともに、庁内においては事業等に係る

連携・調整等を行って策定しています。 

  

第 9 次高齢者保健福祉計画 
第 8 期介護保険事業計画 

第 10 次高齢者保健福祉計画 
第 9 期介護保険事業計画 

第 11 次高齢者保健福祉計画 
第 10 期介護保険事業計画 
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４ 今期計画のポイント 

社会保障審議会介護保険部会（令和５年（2023年）7月10日）では、次期計画の基本的な考

え方と３つの基本指針、それに伴う介護保険制度の見直しのポイントと計画で充実させる記載

事項の案を提示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）介護サービス基盤の計画的な整備 

 

①地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

⚫ 介護サービスは、地域の実情や将来のニーズに応じて計画的に整備されることが重

要であり、そのためには地域ごとのサービス需要を分析し、施設やサービスの整備

を適切に行うことが必要。 

⚫ 医療と介護の連携を強化し、高齢者に対する効果的なサービスを提供することが大

切であるため、地域の関係者と協力し、サービス方針を議論することが必要。 

②在宅サービスの充実 

⚫ 地域の実態に即した地域密着型サービスのさらなる普及が必要。 

⚫ 複数の在宅サービスを組み合わせた新たな複合型サービスの創設を社会保障審議

会介護給付費分科会で検討しているため、それを見越した整備を行う。 

  

 

⚫ 次期計画期間中には、団塊の世代が全員７５歳以上となる２０２５年を迎えるこ

とになる。 

⚫ また、高齢者人口がピークを迎える２０４０年を見通すと、８５歳以上人口が急

増し、医療・介護双方のニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高

齢者が増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。 

⚫ さらに、都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なるなど、これまで以上に中長

期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整

備するとともに、地域の実情に応じて地域包括ケアシステムの深化・推進や介護

人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な施策や目標を優先順

位を検討した上で、介護保険事業（支援）計画に定めることが重要となる。 

基本的考え方 

見直しのポイント 
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⚫ 中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サービ

ス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に応じて介

護サービス基盤を計画的に確保していく必要性 

⚫ 医療・介護を効率的かつ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化 

⚫ サービス提供事業者を含め、地域の関係者とサービス基盤の整備の在り方を議論す

ることの重要性 

⚫ 居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サービス

の整備を推進することの重要性 

⚫ 居宅要介護者の在宅生活を支える定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機

能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの更なる普及 

⚫ 居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施設によ

る在宅療養支援の充実 

 

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

 

①地域共生社会の実現 

⚫ 地域住民や地域の多様な主体の参画や連携を通じて、「地域共生社会」の実現を目指

すことが重要になる。 

⚫ 地域包括支援センターの体制や環境を整備し、他分野との連携を促進していく。 

⚫ 認知症施策は状況に応じた対策を検討し、共生と予防を両輪とする施策を推進。 

⚫ 地域支援事業は介護予防・重度化防止や自立した日常生活の支援のための施策を、

地域の実情に応じて多様な主体の参画を得つつ実施する。 

⚫ 介護予防・日常生活支援総合事業を検証し、包括的な方策を検討し実施。 

②医療・介護情報基盤の整備 

⚫ 法整備により、介護情報の収集と提供を地域支援事業に含めた、全国一元的な医療

情報と介護情報の情報基盤整備を目指している。 

⚫ 地域包括ケアシステムを強化するため、医療と介護のデジタルトランスフォーメー

ション（DX）を進め、患者や利用者の情報を標準化し、デジタル技術を活用して情

報の共有と活用を促進する必要がある。 

  

見直しのポイント 

充実させる記載事項案 
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③保険者機能の強化 

⚫ 保険者は地域包括ケアシステムの強化を進めるために機能を強化することが重要。 

⚫ 介護給付適正化のため、給付適正化事業を効果的かつ効率的に実施し、事務負担を

軽減するための新たな取組を含む重点化・充実・見える化を行うべき。 

⚫ 都道府県ごとの不合理な地域差を改善し、管内保険者と協力して給付適正化を進め

る必要がある。 

 

⚫ 総合事業の充実化についての集中的に取り組み 

⚫ 地域リハビリテーション支援体制の構築の推進 

⚫ 認知症高齢者の家族やヤングケアラーを含む家族介護者支援の取組 

⚫ 地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備等 

⚫ 重層的支援体制整備事業などによる障害者福祉や児童福祉など他分野との連携促

進 

⚫ 認知症施策推進大綱の中間評価を踏まえた施策の推進 

⚫ 高齢者虐待防止の一層の推進 

⚫ 介護現場の安全性の確保、リスクマネジメントの推進 

⚫ 地域共生社会の実現という観点からの住まいと生活の一体的支援の重要性 

⚫ 介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるための情報基盤を整備 

⚫ 地域包括ケアシステムの構築状況を点検し、結果を第９期計画に反映。国の支援と

して点検ツールを提供 

⚫ 保険者機能強化推進交付金等の実効性を高めるための評価指標等の見直しを踏ま

えた取組の充実 

⚫ 給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化、介護給付費の不合理な地

域差の改善と給付適正化の一体的な推進 

 

  

充実させる記載事項案 



 

鳴沢村 第 10 次高齢者保健福祉計画・第 9期介護保険事業計画 

6 

（３）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

 

⚫ 介護人材確保のため、処遇改善、人材育成支援、職場環境改善、魅力向上、外国人

材受入れ環境整備などの総合的な取り組みが必要。 

⚫ 都道府県主導でワンストップ窓口の設置など、生産性向上を支援する施策を総合的

に推進する。 

⚫ 介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進する。 

 

 

⚫ ケアマネジメントの質の向上及び人材確保 

⚫ ハラスメント対策を含めた働きやすい職場づくりに向けた取組の推進 

⚫ 外国人介護人材定着に向けた介護福祉士の国家資格取得支援等の学習環境の整備 

⚫ 介護現場の生産性向上に資する様々な支援・施策に総合的に取り組む重要性 

⚫ 介護の経営の協働化・大規模化により、サービスの品質を担保しつつ、人材や資源

を有効に活用 

⚫ 文書負担軽減に向けた具体的な取組（標準様式例の使用の基本原則化、「電子申請・

届出システム」利用の原則化） 

⚫ 財務状況等の見える化 

⚫ 介護認定審査会の簡素化や認定事務の効率化に向けた取組の推進 

 

 

  

充実させる記載事項案 

見直しのポイント 
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第２章 高齢者を取り巻く現状と将来の状況 

１ 統計データにみる高齢者を取り巻く現状 

（１）人口構造 

人口の推移 

 
資料：「国勢調査」、令和５年（2023年）のみ「住民基本台帳（10月１日現在）」 

 

人口の推移をみると、平成22年（2010年）の2,964人をピークに減少傾向に転じました。住

民基本台帳では、令和5年（2023年）は3,121人となっております。 

 

年齢３区分別 人口割合の推移 

 
資料：「国勢調査」、令和５年（2023年）のみ「住民基本台帳（10月１日現在）」 

 

年齢３区分別人口割合の推移をみると、令和２年（2020年）では「０～14歳」が11.8％、

「15～64歳」が53.8％、「65歳以上」が34.4％となっており、「65歳以上」が「０～14歳」の

約３倍となっています。平成12年（2000年）以降、国勢調査の推移をみると、「０～14歳」

と「15～64歳」は年々減少し、「65歳以上」は年々増加しています。 
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高齢化率の推移 

 
資料：「国勢調査」、令和５年（2023年）のみ「住民基本台帳（10月１日現在）」 

 

令和５年（2022年）の本村の高齢化率は33.7％で、平成12年（2000年）以降の山梨県や全

国の推移と比較すると、平成12年（2000年）を除き、本村が上回っています。 
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（２）高齢者のいる世帯の状況 

高齢者のいる世帯状況の推移 

単位／上段：世帯、下段：％ 

 一般世帯数  

65 歳以上の高齢者のいる世帯 

単身者 

世帯 

夫婦のみの 

世帯 

その他の 

同居世帯 

平成 12 年 

（2000 年） 

855  344  32  63  249  

100.0  40.2  3.7  7.4  29.1  

平成 17 年 

（2005 年） 

925  418  51  80  287  

100.0  45.2  5.5  8.6  31.0  

平成 22 年 

（2010 年） 

1,013  474  77  118  279  

100.0  46.8  7.6  11.6  27.5  

平成 27 年 

（2015 年） 

1,035  542  84  155  303  

100.0  52.4  8.1  15.0  29.3  

令和 2 年 

（2020 年） 

1,054  599  112  198  289  

100.0  56.8  10.6  18.8  27.4  

 

山梨県 

令和２年 

（2020 年） 

338,057 158,102 42,105 47,448 68,549 

100.0 46.8 12.5 14.0 20.3 

資料：「国勢調査」 

ひとり暮らし高齢者数の推移 

 
資料：「国勢調査」 

 

高齢者のいる世帯の状況をみると、令和2（2020年）では65歳以上の高齢者のいる世帯が

56.8％と増加傾向にあります。また、高齢者の単身者世帯数をみても年々増加しており、令

和2年（2020年）には112世帯と、全世帯の10.6％が高齢者のひとり暮らし世帯となっていま

す。 
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性別 在宅ひとり暮らし高齢者数の推移 

 
資料：「高齢者福祉基礎調査（各年４月１日）」 

 

在宅ひとり暮らし高齢者は、平成30年度（2018年度）以降、性別でみると増減はあります

が、合計人数は概ね増加で推移しています。令和５年度（2023年度）は183人（「男性」89人、

「女性」94人）となっており、平成30年度（2018年度）と比べると、どちらの性別でも増加

しています。また、全高齢者人口に対する割合も増加傾向にあります。 

 

性別／在宅寝たきり高齢者数の推移 

 
資料：「高齢者福祉基礎調査（各年４月１日）」 

 

施設入所者を除いた在宅の寝たきり高齢者は、令和2年度（2002年度）までは20人程度と

なっていましたが、令和４年度（2022年度）に10人に減少し、令和５年度（2023年度）には

38人（「男性」12人、「女性」26人）と大きく増加しました。令和５年度（2023年度）の全高

齢者人口に対する割合は3.6％となっています。 

性別でみると、女性の在宅寝たきり高齢者が男性よりも多い傾向にあります。 
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（３）認知症高齢者の状況 

性別／認知症高齢者数の推移 

 

 
資料：「高齢者福祉基礎調査（各年４月１日）」 

 

認知症高齢者は令和３年度（2021年度）にはピークを迎え、その後減少傾向にあります。

令和５年度（2023年度）には55人（「男性」26人、「女性」29人）となっており、全高齢者人

口に対する割合は5.2％となっています。性別でみると、いずれの年度も男性よりも女性が多

くなっています。 

 

（４）高齢者の就労状況 

性別・年齢別／高齢者の労働力・非労働力人口の割合【令和2年（2020年）】 

 

 
※不詳を除く 
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資料：「国勢調査」 

 

令和２年（2020年）の性別・年齢別の高齢者の労働力・非労働力人口の割合をみると、男

性の65～69歳、70～74歳、女性の65～69歳で「労働力人口」が「非労働力人口」を上回って

います。また、女性は男性に比べ、「労働力人口」の割合が少なく、「非労働力人口」の割合

が多くなっています。 

 

高齢者の就業に関する人口の割合【令和2年（2020年）】 

 

 
資料：「国勢調査」 

 

令和２年（2020年）の高齢者の就業に関する人口の割合は、「非労働力人口」が63.2％と最

も多く、次いで「就業者」が35.4％、「完全失業者」が1.3％などとなっています。 

山梨県と比較すると、「就業者」が5.6ポイント高くなっています。 
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２ アンケート調査結果にみる高齢者を取り巻く現状 

（１）調査目的 

鳴沢村第10次高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画を策定するうえでの基礎資料

とするため、高齢者の普段の暮らしや介護などに関する考え方等を把握することを目的に、

アンケート調査を実施しました。 

（２）調査対象 

 

介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査 

令和５年（2023年）1月1日時点で村内に居住する要介護認定

（要支援を除く）を受けていない65歳以上の村民 917人対象 

在宅介護実態調査 
令和５年（2023年）1月1日時点で村内に居住する在宅の要支援

及び要介護認定者 78人対象 

 

（３）調査期間 

令和５年（2023年）１月10日（火）～ 令和５年（2023年）１月26日（木） 

（４）調査方法 

調査票を郵送配布・郵送回収 

（５）回収状況 

 

 発送数 有効回収数 有効回収率 

介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査 
917 716 78.1％ 

在宅介護実態調査 78 60 76.9％ 

 

（６） 報告書の見方 

（１）「ｎ」は各設問の回答者数を表しています。 

（２）回答結果の割合「％」は、「ｎ」を基数として算出し、それぞれの割合を小数点以下第

２位で四捨五入しています。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を

選ぶ方式）の設問であっても、合計値が100％にならない場合があります。 

（３）一部のグラフにおいて、回答者がいない項目は数値の掲載を省略しています。 

（４）複数回答（複数の選択肢から２つ以上の選択肢を選ぶ方式）の設問の場合、回答結果

の割合の合計値が100％を超えることがあります。 

（５）調査数「ｎ」が10未満の設問については、回答を回答者数（人数）で示している場合

があります。 

（６）紙面の都合上、グラフにおいて選択肢を省略して掲載している場合があります。 
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【回答者の属性】 

性別 男性 女性 無回答 

高齢者 48.6％ 50.3％ 1.1％ 

認定者 38.3％ 60.0％ 1.7％ 

 

年齢 65歳未満 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上 無回答 

高齢者  22.6％ 29.1％ 24.6％ 14.5％ 5.6％ 2.8％ 0.8％ 

認定者 3.3％ 5.0％ 8.3％ 13.3％ 21.7％ 23.3％ 25.0％ 0.0％ 

 

家族構成 ひとり暮らし 夫婦２人暮らし 
その他 

（2世帯同居など） 
無回答 

高齢者 15.5％ 46.5％ 36.7％ 1.3％ 

認定者 13.3％ 28.3％ 56.7％ 1.7％ 

 

介護・介助 必要ない 必要だが、受けていない 現在、受けている 無回答 

高齢者 90.2％ 4.6％ 2.0％ 3.2％ 

 

要介護度 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 無回答 

認定者 0.0％ 1.7％ 28.8％ 28.8％ 28.8％ 6.8％ 5.1％ 0.0％ 

 

（１）利用したいサービスについて 

地域包括支援センターの役割の認知状況【単数回答】 

 

 

「知っている」は高齢者で13.5％、認定者で16.7％となっています。また、「知っている」

と「名前は聞いたことがあるが、役割までは知らない」を合わせた『名前は知っている』は

高齢者で52.5％、認定者で61.7％と、それぞれ５割以上となっています。「地域包括支援セン

ターの存在を知らない」はいずれも４割弱となっています。 
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（高齢者）利用したい自立した生活を支援するサービス【複数回答】 

 

 

「緊急時に通報できる装置などを給付・貸与するサービス」が22.5％と最も多く、次いで

「ひとり暮らしや高齢者だけでお住まいの方に、食事を配達するサービス」が16.3％、「ひと

り暮らしや、虚弱な高齢者だけでお住まいの方に、買物などの簡単な家事のお手伝い」が

13.1％などとなっています。また、「特にない」が48.0％となっています。 

前回調査では「緊急時に通報できる装置などを給付・貸与するサービス」が19.6％と最も

多くなっており、大きな差異はみられませんでした。 
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買物などの簡単な家事のお手伝い

ひとり暮らしや高齢者だけでお住まいの方に、外出など
の支援サービス

生きがい活動を支援する通所サービス

ひとり暮らしの高齢者の方に訪問（電話）して、近況
などの話相手をするサービス

住宅改修する際の相談、助言サービス

自宅での理美容サービス(寝たきり等の高齢者)

その他

特にない

無回答

系…

系…

令和４年度（n=716）

令和元年度（n=628）
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（高齢者）利用したい介護予防や生きがい活動を支援するサービス【複数回答】 

 

 

「早期の認知症を発見し、重度化を予防する認知症予防教室」が18.6％と最も多く、次い

で「運動機能向上のため、プログラムを作成し、トレーニングを行う教室」が13.7％、「音楽、

絵画、書道、演劇などの教室」が9.9％などとなっています。また、「特にない」が46.8％と

なっています。 

前回調査では「運動機能向上のため、プログラムを作成し、トレーニングを行う教室」が

18.6％と最も多くなっていました。 
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（２）介護保険制度について 

（認定者・介護保険サービス利用経験あり）介護保険サービスの事業者を選ぶ際に重視す

ること【複数回答】 

 

 

「きめ細かな介護をしてもらえるなど、サービスの質が良いこと」が66.0％と最も多く、

次いで「職員の元気が良いなど、雰囲気が明るいこと」が45.3％、「ケアマネジャーがすすめ

たこと」が41.5％などとなっています。 

前回調査でも「きめ細かな介護をしてもらえるなど、サービスの質が良いこと」が51.3％

で１位となっておりますが、令和４年度のほうが14.7ポイント多くなっています。 
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（認定者・介護保険サービス利用経験あり）ケアマネジャーの満足状況【単数回答】 

 

「満足している」が83.0％、「どちらかと言えば満足している」が13.2％となっています。 

前回調査と比較すると「満足している」が71.8％となっており、令和４年度のほうが11.2

ポイント多くなっています。 

 

 

（認定者・介護保険サービス利用経験あり）介護保険サービス利用料について【単数回答】 

 

 

「どちらかというと安い」が7.5％、「おおむね妥当」が56.6％、「どちらかというと高い」

が5.7％、「わからない」が26.4％となっています。 

前回調査でも「おおむね妥当」が53.8％と最も多くなっており、大きな差異はみられませ

んでした。 

 

  

83.0

71.8 

13.2

12.8 

3.8

15.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度（n=53）

令和元年度（n=39）

満足している どちらかと言えば満足している
どちらかと言えば満足していない 満足していない
無回答

7.5

12.8

56.6

53.8

5.7

5.1

26.4

20.5

3.8

7.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度（n=53）

令和元年度（n=39）

どちらかというと安い おおむね妥当 どちらかというと高い わからない 無回答
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（認定者）介護保険制度全般についての満足状況【単数回答】 

 

 

「満足している」が13.3％、「どちらかといえば満足している」が68.3％、「どちらかとい

えば満足していない」が10.0％、「満足していない」が5.0％となっています。 

前回調査では「満足している」と「どちらかといえば満足している」を合わせた『満足』

が84.0％となっており、令和４年度調査も前回調査も『満足』が８割を超えています。 

 

  

13.3

34.0 

68.3

50.0 

10.0

4.0 

5.0

4.0 

3.3

8.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度
（n=60）

令和元年度
（n=50）

満足している どちらかといえば満足している

どちらかといえば満足していない 満足していない

無回答
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（認定者）介護保険サービスの利用や申請手続きに関して、改善して欲しいこと 

【複数回答】 

 

 

「要介護認定の申請手続きをわかりやすく」が28.3％と最も多く、次いで「利用できるサー

ビスの種類を増やす」が23.3％、「サービス利用の契約手続きをわかりやすく」が21.7％など

となっています。また、「特にない」が26.7％となっています。 

前回調査でも「要介護認定の申請手続きをわかりやすく」が26.0％と最も多くなっており、

大きな差異はみられませんでした。 

 

  

28.3

23.3

21.7

18.3

16.7

16.7

10.0

10.0

1.7

0.0

5.0

26.7

3.3

26.0 

20.0 

20.0 

24.0 

8.0 

8.0 

16.0 

4.0 

6.0 

4.0 

0.0 

20.0 

12.0 

0% 10% 20% 30% 40%

要介護認定の申請手続きをわかりやすく

利用できるサービスの種類を増やす

サービス利用の契約手続きをわかりやすく

制度や事業者についての情報提供の充実

選択できるサービス提供事業者の数を増やす

サービス利用限度額を増やす

要介護認定のための訪問調査の内容や方法

サービス提供事業者の質の向上

ケアマネジャーの質の向上

相談や苦情窓口の充実

その他

特にない

無回答

系列5

系列1

令和４年度（n=53）

令和元年度（n=39）
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（３）今後の介護について 

【単数回答】 

（高齢者）あなたに介護が必要となった場合、希望する介護 

（高齢者）家族に介護が必要となった場合、希望する介護 

（認定者・介護している方が回答）今後希望する介護 

 

※ 認定者の「老人ホームなどの施設に入所」の数値は、「特別養護老人ホームなどの施設に入所させたい

（介護保険適用施設）」（12.5％）、「有料老人ホームに入所させたい（介護保険適用外施設）」（0.0％）を

合計した数値 

 

高齢者の本人への介護では「介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら、自宅

で介護」が37.6％と最も高く、次いで「なるべく家族のみで、自宅で介護」と「老人ホーム

などの施設に入所」がともに19.1％などとなっています。 

高齢者の家族への介護では「介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら、自宅

で介護」が41.9％と最も高く、次いで「わからない」が15.9％、「なるべく家族のみで、自宅

で介護」が15.2％などとなっています。 

認定者が今後希望する介護では「介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら、

自宅で介護」が56.2％と最も高く、次いで「老人ホームなどの施設に入所」が12.5％、「なる

べく家族のみで、自宅で介護」が10.4％などとなっています。 

 

３つのケースすべてにおいて「介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら、自

宅で介護」が最も多くなっており、「なるべく家族のみで、自宅で介護」と「介護保険制度の

サービスや福祉サービスを使いながら、自宅で介護」を合わせた『在宅介護』の希望が５割

以上となっています。 

19.1

15.2

10.4

37.6

41.9

56.2

19.1

12.2

12.5

0.4

0.4

8.3

17.9

15.9

6.3

6.8

5.9

7.5

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【高齢者】本人に介護が
必要となった場合

希望する介護（n=716）

【高齢者】家族に介護が
必要となった場合

希望する介護（n=716）

【認定者】介護者が今後
希望する介護（n=48）

なるべく家族のみで、自宅で介護してほしい

介護保険制度のサービスや福祉サービスを使いながら、自宅で介護してほしい

老人ホームなどの施設に入所したい

その他

わからない

ひとり暮らしのため、家族はいない【高齢者、家族のみ】

無回答
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（４）介護している人について 

（認定者・介護している方が回答）介護する上で困っていること【複数回答】 

 

 

「心身の負担が大きい」が39.6％と最も多く、次いで「自分の時間が持てない、自分の仕

事ができない」が37.5％、「経済的な負担が大きい」が20.8％などとなっています。また、「特

にない」が25.0％となっています。 

前回調査でも「心身の負担が大きい」が46.4％と最も多くなっており、大きな差異はみら

れませんでした。 

  

39.6

37.5

20.8

12.5

10.4

4.2

0.0

2.1

25.0

10.4

46.4 

39.3 

14.3 

10.7 

3.6 

10.7 

3.5 

0.0 

25.0 

3.6 

0% 20% 40% 60%

心身の負担が大きい

自分の時間が持てない、自分の仕事ができない

経済的な負担が大きい

本人が介護サービスを使いたがらない

別居のため、介護に出向くのが大変

介護の方法がわからない

家族や近隣の方などの理解が足りない

その他

特にない

無回答

系列5

系列1

令和４年度（n=48）

令和元年度（n=28）
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（認定者・介護している方が回答）介護に困った時の相談先（第5位まで掲載） 

  
令和４年度調査 

（ｎ=48） 

令和元年度調査 

（ｎ=28） 

第１位 ケアマネジャー（介護支援専門員） 68.8％ 78.6％ 

第２位 家族（配偶者、子ども等） 66.7％ 64.3％ 

第３位 

親類 16.7％ 25.0％ 

ホームヘルパー・訪問看護師 16.7％ 17.9％ 

介護サービスを利用する施設の職員 16.7％ 10.7％ 

 

「ケアマネジャー（介護支援専門員）」が68.8％と最も多く、次いで「家族（配偶者、子ど

も等）」が66.7％、「親類」が16.7％などとなっています。 

前回調査でも「ケアマネジャー（介護支援専門員）」が78.6％と最も多くなっており、大き

な差異はみられませんでした。 

 

（認定者・介護している方が回答）自宅での介護が難しい理由【複数回答】 

 

 

「家族が仕事をしているなど、介護の時間が十分とれないから」が50.0％と最も多く、次

いで「家族が高齢や身体が弱いなど、十分な介護ができないから」が43.8％、「緊急時の対応

が不安だから」が39.6％などとなっています。 

前回調査でも「家族が仕事をしているなど、介護の時間が十分とれないから」が64.3％で

１位となっておりますが、令和４年度調査のほうが14.3ポイント少なくなっています。 

  

50.0

43.8

39.6

25.0

4.2

12.5

10.4

8.3

64.3 

57.1 

32.1 

25.0 

14.3 

10.7 

3.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

家族が仕事をしているなど、介護の時間が十分と
れないから

家族が高齢や身体が弱いなど、十分な介護がで
きないから

緊急時の対応が不安だから

介護のための部屋がない、入浴しにくいなど、住
宅の構造に問題があるから

自宅で受けられる介護サービスが不十分だから

その他

特にない

無回答

系列5

系列1

令和４年度（n=48）

令和元年度（n=28）
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（５）その他のことについて 

（高齢者）主観的健康感【単数回答】 

 

「とてもよい」が14.9％、「まあよい」が70.9％、「あまりよくない」が11.3％、「よくない」

が2.0％となっています。 

前回調査でも「まあよい」が66.7％と最も多くなっており、大きな差異はみられませんで

した。 

  

14.9 

16.4

70.9 

66.7

11.3 

13.4

2.0 

1.6

0.8 

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和４年度

（n=716）

令和元年度

（n=628）

とてもよい まあよい あまりよくない よくない 無回答
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富士山

静岡県

山梨県 東京都

埼玉県

長野県

神奈川県

甲府市

鳴沢村

３ 日常生活圏域の設定 

（１）鳴沢村の概要 

本村は、富士山頂から大沢沿いに

静岡県富士宮市と接する県境の村で

す。東は富士河口湖町と富士吉田市

に、北と西は富士河口湖町にそれぞ

れ接しています。標高900mから

1,000mの高冷地に、北部にある鳴沢

および大田和の二つの集落と南部に

ある別荘地とで形成されています。 

村域の形状はほぼ長方形で、東西

８㎞、南北14.5 ㎞と南北に長く、面

積は89.58 ㎞2となっています。 

また、北緯35度、東経138度線上に

位置し、世界地図でみると北緯35 度

線上には地中海が位置しています。 

交通面では首都圏100km圏内にあ

り、新宿へは中央自動車道利用で１

時間30分で到達でき、東海道の富士

市、沼津市まで１時間強の距離にあ

ります。村の北縁を東西に走る国道

139号線が他市町村と連絡する広域

道路として重要な役割を果たしてい

ます。 

なお、本村は富士山の山頂まで行

政区域を有し、冷涼な気候を生かし

た高原野菜キャベツの産地になって

います。自然環境と交通の利便性か

ら先端技術工場も誘致されています。 
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（２）日常生活圏域の考え方 

平成18年４月の介護保険法の改正により、第３期介護保険事業計画（平成18年度～平成20年

度）から、高齢者が住み慣れた地域で生活が継続できるよう、身近な地域で必要なサービスが

提供される体制を構築するため、「日常生活圏域」を設定することとなっています。 

日常生活圏域とは、当該地域の地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条件を総合的

に勘案して設定するもので、介護サービスを提供するための施設の整備計画等は、日常生活圏

域ごとに定めることとされています。 

本村においては、人口規模や介護サービス施設の状況及びその他の福祉施設等を勘案し、第

３期当初から村内をひとつにする日常生活圏域を設定してきました。第９期においても１圏域

とし、各種サービスの充実に努めていきます。 
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４ 将来推計 

（１）高齢者人口の推計 

高齢者人口の推計をみると、高齢者数は増加で推移しており、令和８年度（2026年度）には

1,017人となっています。前期・後期の内訳でみると、後期高齢者の割合は増え続けており、令

和８年度（2026年度）以降は、55.6％となる見込みとなっています。 

 

 

今期 実績値 次期 計画値 

令和３年度

（2021年度） 

令和４年度

（2022年度） 

令和５年度

（2023年度） 

令和６年度

（2024年度） 

令和７年度

（2025年度） 

令和8年度

（2026年度） 

前期 

高齢者 

人 483 477 470 464 457 452 

％ 49.9 48.8 47.6 46.5 45.3 44.4 

後期 

高齢者 

人 484 501 517 534 551 565 

％ 50.1 51.2 52.4 53.5 54.7 55.6 

高齢者数 人 967 978 987 998 1,008 1,017 

資料：見える化システムより 

 

  

483 477 470 464 457 452

484 501 517 534 551 565

49.9

48.8 47.6 46.5 45.3 44.4
50.1

51.2 52.4 53.5 54.7 55.6

0%

20%

40%

60%

0人

500人

1,000人

1,500人

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

令和５年度
（2023年度）

令和６年度
（2024年度）

令和７年度
（2025年度）

令和８年度
（2026年度）

前期高齢者数 後期高齢者数 前期高齢者割合 後期高齢者割合
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（２）高齢者人口の令和12年度（2030年度）以降の推計 

令和12年度（2030年度）以降の推計では、高齢者数は増加で推移するものの、令和22年度

（2040年度）をピークに減少に転じ、令和27年度（2045年度）では1,130人となっています。

前期・後期の内訳でみると、後期高齢者の割合は前期高齢者を常に上回り、令和27年度（2045

年度）では61.2％を占める見込みとなっています。 

 

 

 

将 来 推 計 

令和12年度 

（2030年度） 

令和17年度 

（2035年度） 

令和22年度 

（2040年度） 

令和27年度 

（2045年度） 

前期 

高齢者 

人 434 480 494 439 

％ 41.1  42.9  43.0  38.8  

後期 

高齢者 

人 621 638 654 691 

％ 58.9  57.1  57.0  61.2  

高齢者数 人 1,055 1,118 1,148 1,130 

資料：見える化システムより 

 

 

 

  

434 480 494 439

621 638 654 691

41.1 42.9 43.0
38.8

58.9 
57.1 57.0 

61.2 

0%

20%

40%

60%

80%
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500人

1,000人

1,500人

2,000人

2,500人

令和12年度
（2030年度）

令和17年度
（2035年度）

令和22年度
（2040年度）

令和27年度
（2045年度）

前期高齢者数 後期高齢者数 前期高齢者割合 後期高齢者割合
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（３）要支援・要介護認定者の推計 

要支援・要介護認定者の推計をみると、要支援・要介護認定者数及び認定率は増加傾向にあ

り、令和８年度（2026年度）では、要支援・要介護認定者数は139人、認定率は13.7％に達する

と見込まれています。 

 

単位：人 

 

今期 実績値 次期 計画値 

令和３年度

（2021年度） 

令和４年度

（2022年度） 

令和５年度

（2023年度） 

令和６年度

（2024年度） 

令和７年度

（2025年度） 

令和8年度

（2026年度） 

認定者数 121  120  124  131  133  139  

 

要支援１ 0  0  0  0  0  0  

要支援２ 5  1  1  2  2  2  

要介護１ 21  28  30  31  31  33  

要介護２ 35  28  26  28  29  30  

要介護３ 29  34  38  42  43  44  

要介護４ 22  22  21  20  20  21  

要介護５ 9  7  8  8  8  9  

高齢者人口 967 978 987 998 1,008 1,017 

認定率（％） 12.5 12.3 12.6 13.1 13.2 13.7 

資料：見える化システムより 
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（４）要支援・要介護認定者の令和12年度（2030年度）以降の推計 

令和12年度（2030年度）以降の要支援・要介護認定者を推計すると、令和27年度（2045年度）

においては、要支援・要介護認定者数は185人、認定率は16.4％まで増加することが見込まれて

います。 

 

単位：人 

 

将 来 推 計 

令和12年度 

（2030年度） 

令和17年度 

（2035年度） 

令和22年度 

（2040年度） 

令和27年度 

（2045年度） 

認定者数 155  175  186  185  

 

要支援１ 0  0  0  0  

要支援２ 2  2  2  2  

要介護１ 36  39  42  43  

要介護２ 33  39  39  36  

要介護３ 51  58  63  63  

要介護４ 24  27  29  30  

要介護５ 9  10  11  11  

高齢者人口 1,055 1,118 1,148 1,130 

認定率（％） 14.7 15.7 16.2 16.4 

資料：見える化システムより 
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活き活きと笑顔で暮らせる 
村づくり 

基本 
理念 

第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

本村の最上位計画である「鳴沢村第５次長期総合計画 後期基本計画」では【福祉保健分野】

における基本方針として“子どもからお年寄りまでみんなが活き活きと笑顔で暮らせる村づく

り”を掲げています。そのため、本計画の基本理念はこの基本方針を踏襲し、“活き活きと笑顔

で暮らせる村づくり”とします。 

 

 

 

 

 

２ 計画の基本目標 

基本理念の実現に向けて、以下の３項目を基本目標とします。 

基本目標Ⅰ 安心して暮らせるシステムづくり 

高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して暮らし続けていけるよう、それを支援するう

えで必要な施設整備や在宅サービスの充実に努めるとともに、身近な地域の中で医療・介

護・予防・住まい・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの機能強化に努め

ます。 

介護保険以外の福祉サービスにおいても、制度・分野ごとの「縦割り」の支援体制を廃

し、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、世代や分野を超えて「丸ご

と」つながる地域共生社会の実現を目指します。 

また、地域共生社会の理念のもと、今後の村づくりを進める際にはユニバーサルデザイ

ンの考えを取り入れながら、誰もが暮らしやすいと感じられる生活環境の整備に努めます。 

 

基本目標Ⅱ 元気で長生き、自分らしさの実現に向けた支援 

住民一人ひとりが元気で活き活きとした自分らしい生活を営むことができるよう、保

健・福祉・介護サービスが連携して、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または、要

支援・要介護状態にならないための介護予防、高齢者の自立支援に向けた取り組み及び認

知症高齢者の支援等の充実を図ります。 

また、心身とも充実した毎日が送れるよう、高齢者の生きがいづくり、社会参加への促

進や就労環境の支援を行い、高齢者が健やかに生きがいを持って活力ある生活ができる村

づくりを進めます。 

  

基本目標Ⅱ 

基本目標Ⅰ 
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基本目標Ⅲ 地域全体で支える地域包括ケアシステムの効率的な推進 

今後予見される高齢社会においては、行政や事業者によるサービスの提供と支援につい

て、地域住民の多様な就労・社会参加による福祉の担い手の確保などを通じて、効率的な

支援体制を確立していくことが求められます。 

行政と事業者、地域住民が相互に連携を図ることで、引き続きボランティア活動や元気

な高齢者の就労的活動等を推進していくとともに、高齢者の心身の状況につぶさに目を向

け、より多くの方々が地域共生社会の一員として活躍できる仕組みを作ることを通じて、

誰もが「我が事」として参画する地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進を目指しま

す。 

３ 施策の体系 

基本理念 活き活きと笑顔で暮らせる村づくり 

基本目標Ⅰ 安心して暮らせるシステムづくり 
基本目標Ⅱ 元気で長生き、自分らしさの実現に向けた支援 
基本目標Ⅲ 地域全体で支える地域包括ケアシステムの効率的な推進 

● 高齢者福祉サービス 

１ 高齢者福祉サービス 

（１）ひとり暮らし高齢者等支援サービス 

 ①食事サービス ②緊急通報システム事業  

（２）在宅生活支援サービス 

 ①理美容サービス ②おむつサービス ③寝具クリーニングサービス 

（３）老人保健措置事業 

 ① 高齢者向け住宅サービス  

● 高齢者の健康・生きがいづくり 

１ 高齢者の健康づくりの推進 

 ①生活習慣病予防の推進 ②健康相談の充実  

２ 高齢者のいきがいづくりの支援 

 ①お達者クラブ事業の支援 ②世代間交流活動の推進 ③シニアリーダーの育成支援 

 ④ニーズにあった活動内容の検討 ⑤各種いきがいづくり事業の実施  

３ 生涯学習の推進 

 ①公民館の活用 ②高齢者の協力による学習機会の確保 

４ スポーツ・レクリエーションの振興 

 ①活動の普及促進 ②スポーツ・レクリエーション活動の推進・支援 

 ③日常生活における体力向上指導 ④スポーツ・レクリエーション施設の利用促進 

５ 就業等の支援 

 ①就労情報提供の充実   

６ 地域活動・社会活動への参加支援 

 ① 地域におけるボランティア体制づくり  

基本目標Ⅲ 
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● 高齢者にやさしい村づくり 

１ 地域福祉事業 

 ①地域福祉の広報・啓発 ②地域包括ケア体制づくり ③介護現場の革新に関する取り組み 

２ ボランティア活動等への支援 

 ①ボランティア活動の広報・啓発 ②人材の育成・確保 ③ボランティア連絡協議会の設置 

 ④ボランティア活動への参加拡大 ⑤ボランティア活動拠点の充実  

３ 高齢者が住みやすい地域づくり 

 ①公共施設における設備の充実 ②ユニバーサルデザインの導入 ③高齢者の移動支援 

 ④公共交通機関への働きかけ ⑤民間事業者への指導・啓発 

 ⑥サービス付き高齢者向け住宅の活用 ⑦地域見守りネットワーク体制の構築 

４ 交通安全対策・防犯防災対策 

 ①交通安全意識の高揚 ②交通安全設備の整備促進 ③避難行動要支援者名簿の更新及び活用  

 ④感染症対策に関する体制整備 ⑤消費者教育と相談の充実  

 ⑥クーリングオフ制度や消費生活センターの利用促進 

 

● 介護保険サービス 

１ 居宅サービス 

 ①訪問介護 ②訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

 ③訪問看護・介護予防訪問看護 ④訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

 ⑤居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 ⑥通所介護 

 ⑦通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション ⑧短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

 ⑨短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 ⑩福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

 ⑪特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 ⑫住宅改修・介護予防住宅改修 

 ⑬特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 ⑭居宅介護支援・介護予防支援 

２ 施設サービス 

 ①介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） ②介護老人保健施設（老人保健施設） 

 ③介護医療院  

３ 地域密着型サービス 

 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ②夜間対応型訪問介護 

 ③地域密着型通所介護 ④認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

 ⑤小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 ⑥認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護  

 ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

 ⑨看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）  

４ 自立支援・重度化防止等の取り組み 

５ 介護給付適正化への取り組み 
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● 地域支援事業 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）一般介護予防事業 

 ①介護予防把握事業 ②介護予防普及啓発事業 ③地域介護予防活動支援事業 

 ④一般介護予防事業評価事業 ⑤地域リハビリテーション活動支援事業 

（２）介護予防・生活支援サービス事業 

 ①通所型介護予防事業 ②訪問型介護予防事業 

２ 包括的支援事業 

（１）地域包括支援センター 

 ①地域包括支援センターの運営 ②在宅医療・介護連携推進事業 

 ③認知症総合支援事業 ④生活支援体制整備事業 

３ 任意事業 

 ① 権利擁護に関する支援   

● 計画を推進するための施策 

１ 情報提供体制の充実 

 ①広報紙等既存媒体の活用 ②民生委員・児童委員による広報・啓発 ③多様な情報媒体の利用 

 ④関係機関との連携強化 ⑤事業者に対する情報提供の充実  

２ 相談援助体制の充実 

 ①安心して相談できる窓口の設置 ②ふくし出張相談窓口の開設  

 ③福祉保健課を中心とした相談機能の充実 ④研修等の参加促進 

３ 地域におけるネットワークの構築 

 ①地域包括支援センターの充実 ②事業者間の連携  

 ③地域のあらゆる分野における連携強化  

４ 計画の推進体制の充実 

 ①総合的なサービス提供体制の確立 ②近隣市町村との連携強化 ③手続き体制の整備 

 ④事業運営の点検体制   
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第２編 各論 
 

令和３年度～令和５年度の実績値と令和６年度～令和８年度の計画値 

令和３年度（2021年度）と令和４年度（2022年度）の実績については年間の実績値を、令和

５年度（2023年度）については４月から９月までの実績値等より年間分を見込んで掲載してい

ます。 

また、令和６年度（2024年度）～令和８年度（2026年度）までの計画値については、高齢者

数の伸び等を考慮して、サービス量を見込んでいます。 

第１章 高齢者福祉サービス 

全国的に高齢者のひとり暮らしや夫婦世帯が増加するなか、本村のアンケート調査において

も、高齢者の世帯構成はひとり暮らし及び夫婦２人暮らし（配偶者は65歳以上）の世帯が約半

数と多くなっており、在宅での介護を希望する割合が高くなっています。日常生活における見

守り・安否確認及び緊急時における連絡手段等の充実を図るなど、安心して生活できる環境づ

くりが必要です。 

また、高齢者がいつまでも生き生きと自立した生活が送れるよう健康づくりの支援を行いま

す。さらに、介護を必要とする高齢者が在宅での生活が続けられるよう、介護者の負担軽減を

図ります。 

本村では、これらの高齢者福祉サービスの充実に努め、高齢者の在宅での生活支援を今後も

継続して行います。 

１ 高齢者福祉サービス 

（１）ひとり暮らし高齢者等支援サービス 

① 食事サービス 

食の確保と安否確認のため、虚弱な70歳以上のひとり暮らし高齢者及び虚

弱な75歳以上の高齢者のみの世帯で食事づくりが困難な方を対象に、社会福

祉協議会で月に５回程度昼食を届けています。（自己負担あり。） 

  

食事サービス 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

延べ配食数 

（食/年） 
824 886 904 900 950 950 

実利用者数 

（人/年） 
17 17 17 17 18 18 

 

  

事業内容 

実績と計画 
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⚫ 対象者及び対象者の意向を把握し、適正なサービスの提供を図ります。 

⚫ 高齢者向きの食事メニューを提供し、栄養のバランスや調理方法を学ぶ

機会として活用することを通じて、利用者の健康保持増進を図ります。 

⚫ 配食を必要とする対象者に、サービスが行き届くよう、住民一般に向け

た事業の周知活動を行います。 

 

②  緊急通報システム事業 

ひとり暮らしの高齢者宅に、民間の緊急通報サービス事業所と直結した電

話を設置し、24時間体制で待機する保健師、看護師、精神相談員、栄養士が、

悩みごとや病気の相談に応じています。身体の具合が悪い時などの緊急の場

合は、電話機のボタンを押して異常を伝えると事業所から協力員へ連絡され、

緊急時は富士五湖消防本部の救急車が手配されて高齢者のところに出動す

る仕組みになっています。 

  

緊急通報 

システム事業 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

緊急通報サービス 

事業所設置件数 

（件／年） 

1 1 1 1 1 1 

 

⚫ ひとり暮らし高齢者に緊急通報システム事業の周知を図り、緊急時の連

絡体制が整っていないひとり暮らし高齢者へ、本システムの導入につい

て継続的に促進します。 

⚫ 防犯の視点から緊急事態に迅速に対応できるよう、委託先の民間事業所

や富士五湖消防本部との緊密な連携を行います。 

 

  

施策の方向 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 
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（２）在宅生活支援サービス 

① 理美容サービス 

寝たきり、認知症、重度の身体障害のある方等で、理容店・美容院に出

向くことが困難な方を対象に理美容サービスを社会福祉協議会で行ってい

ます。（自己負担１割あり。） 

 

理美容 

サービス 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

延べ訪問件数 

（件／年） 
0 1 1 4 4 4 

実利用者数 

（人／年） 
0 1 1 2 2 2 

 

⚫ 社協だよりなどの広報でサービスの周知を行うとともに、地域ケア会議

等を活用して潜在的な対象者の把握に努めます。 

 

② おむつサービス 

排泄自立が困難な要介護４・５の高齢者、寝たきりの高齢者、認知症等

で紙おむつを利用している方を対象に、申請による支給を社会福祉協議会

で実施しています。（上限及び１割負担あり。） 

  

おむつ 

サービス 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

延べ支給件数 

（件／年） 
47 47 44 56 56 56 

実利用者数 

（人／年） 
7 6 6 7 7 7 

  

⚫ 介護者の負担軽減のため、利用者のニーズを把握しながら継続実施して

いきます。 

⚫ 対象者へは主に介護支援専門員（ケアマネージャー）や保健師が声をか

け、サービスの周知を行います。 

 

  

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 
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③ 寝具クリーニングサービス 

70歳以上の寝たきり、または重度身体障害者を対象に、寝具の洗濯・乾

燥を社会福祉協議会で実施しています。（１割負担あり。） 

 

寝具クリーニング

サービス 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

延べ実施件数 

（件／年） 
2 2 2 6 6 6 

実利用者数 

（人／年） 
2 2 2 3 3 3 

 

⚫ サービスの周知を行い、潜在的な対象者の把握に努めます。 

 

（３）老人保健措置事業 

① 高齢者向け住宅サービス 

65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的な理由により居宅において養

護を受けることが困難な高齢者を対象とする「養護老人ホーム」や、家庭

環境・住宅環境等の理由から家庭での生活や自立した生活に不安がある60

歳以上の方を対象とした「軽費老人ホーム」において、入浴・食事・生活

指導等のサービスを提供します。施設自体は本村に存在しないため、県内

全域にある施設を利用しています。 

 

高齢者向け 

住宅サービス 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

養護老人ホーム 

利用件数 

（件／年） 

1 1 1 1 1 1 

軽費老人ホーム 

利用件数 

（件／年） 

0 0 0 1 1 1 

 

⚫ 利用が必要な場合には、その方の心身や生活の状況、経済的状況を勘案

し、必要とする支援が受けられる適切な施設及び在宅サービスの提供を

行います。 

⚫ 継続した支援の協力が得られるよう、本人やその親族、支援者との関係

性に配慮した対応に努めます。 

  

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 
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第２章 高齢者の健康・生きがいづくり 

高齢者が心身ともに健康でいるためには、生きがいづくりが重要となります。本村では特定健康

診査受診の推進や健康相談を通して高齢者の健康づくりに取り組むとともに、高齢者が今まで培っ

た経験や知識を生かした社会活動や魅力ある活動の推進に取り組みます。さらに、就労を希望する

高齢者には就労の確保に向けた支援に取り組みます。 

 

（１）高齢者の健康づくりの推進 

① 生活習慣病予防の推進 

医療保険者において実施される特定健康診査の受診率を向上させ、特定

保健指導の参加者の増加に努めます。また、内臓脂肪症候群（メタボリッ

クシンドローム）に着目した生活習慣病予防を推進するとともに、各種健

康診査やがん検診などによる総合的な保健サービスに努めます。 

 

⚫ 特定健康診査やがん検診について、引き続き希望者が全員受診できるよ

うな環境づくりを行います。 

⚫ 新たに75・80歳を対象に後期高齢者歯科口腔健診を実施します。 

 

② 健康相談の充実 

加齢による身体機能や生活機能の低下を抑え、疾病の予防と早期発見及

び健康づくりのため、多くの高齢者が利用する村営温泉等で保健師による

健康相談を行うなど、健康相談の充実を図ります。 

 

⚫ コロナ渦により高齢者が集まる機会が減っていることから、保健師によ

る健康相談のほかに、社会福祉士による福祉相談会を月に１回開催して

いきます。 

 

  

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 
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（２）高齢者のいきがいづくりの支援 

① お達者クラブ事業の支援 

お達者クラブは高齢期を楽しく、生きがいをもって、安心して暮らしてい

くため、70歳以上の村民が会員として加入する活動組織です。魅力あるお達

者クラブ活動を行うことにより、若手会員（74歳以下）の事業への参加率を

高め、高齢者の閉じこもり予防、介護予防、生きがいづくりのための相互交

流や自主的活動の場として、お達者クラブを支援していきます。 

⚫ クラブ活動が徐々に増加しており、引き続き多くの会員に満足してもら

えるような支援を行っていきます。 

 

② 世代間交流活動の推進 

地域世代間の交流を活発化するための事業を推進するとともに、地域で暮

らす高齢者同士が支え合う活動の推進を図ります。また学校や保育所で昔か

ら伝えられている文化の伝承等を行い、世代間の交流を図ります。 

⚫ 小学校や保育所などで、高齢者を招いた伝統行事や芋ほり、地域の歴史

についての学習活動などを実施しており、関係機関の協力のもと引き続

き取り組んでいきます。 

 

③ シニアリーダーの育成支援 

お達者クラブの各種活動リーダー（シニアリーダー）の育成を支援します。 

⚫ 山梨県老人連合会が主催する健康づくりリーダー研修会等へ参加し育成

支援していきます。 

 

④ ニーズにあった活動内容の検討 

高齢者の年代によるニーズの差を明確に捉え、県の助成事業の活用や新し

い活動内容についても検討していきます。 

⚫ 高齢者の新たなニーズにあわせて新しい部活動の発足や新規の事業を提

案していきます。 

  

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 
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⑤ 各種いきがいづくり事業の実施 

○高齢者福祉スポーツ大会 

高齢者、障害のある方、小学生、各種団体によりチームを編成するスポー

ツ大会を、教育委員会と社会福祉協議会の共催で開催しています。 

 

高齢者福祉 

スポーツ大会 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

実施回数 

（回／年） 
0 1 1 1 1 1 

参加者数 

（人／年） 
0 134 123 130 140 140 

＊ 令和３年度（2021年度）については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業を実施していない。 

 

⚫ 高齢者への周知活動に努め、より多くの村民が参加してもらえるように

事業内容の充実を図るとともに、関係機関との連携を強化します。 

 

○歩け歩け大会 

小学生から高齢者までが参加し、遠足のような雰囲気で健康的で楽しい一

日を過ごしています。 

 

歩け歩け大会 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

実施回数 

（回／年） 
1 1 1 1 1 1 

参加者数 

（人／年） 
60 58 60 60 70 70 

 

⚫ 事業の周知に努め、高齢者の健康増進及び世代間交流の推進を図ります。 

  

施策の方向 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 

実績と計画 

事業内容 
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○生きがいバス 

社会福祉協議会が実施している事業で、70歳以上を対象とした日帰り旅行

です。バス２台に分乗して、施設見学やホテルでの入浴休憩、カラオケ大会

など、参加者がとても楽しみにしている催し物となっています。 

 

生きがいバス 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

実施回数 

（回／年） 
0 0 1 1 1 1 

参加者数 

（人／年） 
0 0 80 90 100 100 

＊ 令和３-４年度（2021-2022年度）については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業を実施していない。 

 

⚫ 感染予防対策を徹底するとともに、事業の周知に努め、高齢者の生きが

いづくりを促進します。 

 

○ふれあいグラウンドゴルフ大会 

活き活き広場で、三世代交流ふれあいグラウンドゴルフ大会を実施します。

小学生、一般、高齢者で三世代混合チームを編成し、世代ごとに順位を決め

ます。 

  

ふれあい 

グラウンド 

ゴルフ大会 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

実施回数 

（回／年） 
0 1 1 1 1 1 

参加者数 

（人／年） 
0 69 67 70 80 80 

＊ 令和３年度（2021年度）については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業を実施していない。 

 

⚫ 事業の周知に努め、高齢者の健康増進及び世代間交流の推進を図ります。 

  

施策の方向 

実績と計画 

事業内容 

施策の方向 

実績と計画 

事業内容 
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○高齢者学級 

社会福祉協議会で年３回開催しています。交通安全・防犯教室、落語会や

転倒予防教室など、高齢者も楽しく学習できるように趣向を凝らし、参加者

が利用しやすいように高齢者の入浴日にあわせて実施しています。 

 

高齢者学級 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

実施回数 

（回／年） 
0 1 3 3 3 3 

参加者数 

（人／年） 
0 14 90 90 100 100 

＊ 令和３年度（2021年度）については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため事業を実施していない。 

 

⚫ 指導者やスタッフを確保し、学習内容の充実に努めます。 

⚫ 高齢者が集まる機会に、役場の専門職（保健師・栄養士・社会福祉士）

の相談会を開催します。 

⚫ 高齢者の免許返納を考慮したバスの乗り方教室や悪質商法によるトラブ

ル防止のための消費生活相談員を招いた講座など、高齢者のニーズに応

じた内容を実施します。 

 

○「たっしゃになるなるカード」の交付 

介護予防事業を推進することを目的として65歳以上の方にカードを配布

し、村が指定した健康づくり・介護予防につながる事業に参加するとそれぞ

れ１回１ポイント貯まります。12ポイント貯まると、達成の賞品をもらうこ

とができます。 

 

たっしゃに 

な る な る カ ー ド 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

交付枚数 

（枚／年） 
1 2 6 8 10 10 

 

⚫ コロナ禍での事業中止により交付件数が減少しているため、利用者増加

に向けた事業の周知を行います。 

⚫ ポイントが付与される事業を増やす検討を行い、多数の住民が外出し事

業に参加する機会を作ります。 

施策の方向 

実績と計画 

事業内容 

施策の方向 

実績と計画 

事業内容 
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（３）生涯学習の推進 

① 公民館の活用 

地域の公民館等を活用し、身近なところでの生涯学習の場の提供に努め、

参加の機会拡大を図ります。 

⚫ 教育委員会で引き続き各種教室の開催を行っていきます。 

⚫ 引き続き中央公民館や大田和公民館を利用した生涯学習の場の提供を

行っていきます。 

 

② 高齢者の協力による学習機会の確保 

多様化する学習活動に対応するため、豊かな知識、技術、生活の知恵を持っ

た高齢者の協力に基づいた生涯学習の機会を確保します。 

⚫ 豊かな知識、技術、生活の知恵を持つ高齢者の方々に対して、生涯学習

の機会を提供していただけるよう協力を促していきます。 

 

 

（４）スポーツ・レクリエーションの振興 

① 活動の普及促進 

身体の状況や体力に応じて気軽にできる運動等を様々な媒体を通して紹

介することで、活動の普及に努めます。 

⚫ 継続して参加される方々がいる一方で、新規参加者や男性参加者が少な

いという課題があるため、あらたな参加者を増やすための取り組みを

行っていきます。 

 

  

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 
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② スポーツ・レクリエーション活動の推進・支援 

高齢者の健康・体力の維持増進と社会的交流を深めるために、各種スポー

ツ大会、異世代交流の実施を図るとともに、広報や各種イベント等でスポー

ツの大切さや団体・グループ活動の紹介を行い、参加者の増加を促進します。 

⚫ 高齢者福祉スポーツ大会、ふれあいグラウンド・ゴルフ大会、鳴沢村民

体育祭り、村民ゴルフ大会など、異なる世代が交流できるスポーツイベ

ントの開催を継続していきます。 

⚫ スポーツの大切さや団体・グループ活動などの紹介により、スポーツ活

動への参加を促していきます。 

 

③ 日常生活における体力向上指導 

生活の中で運動を取り入れられるよう、家族や地域で、高齢者をはじめ誰

もが取り組みやすい運動についての情報提供を行い、健康増進や体力の向上

に努めます。 

⚫ ご当地体操の「ふじのやま」や高齢者を対象としたフレイル予防体操の

CATVでの放送を継続していきます。 

⚫ 鳴沢活き活き広場に健康遊具の設置を行っていきます。 

 

④ スポーツ・レクリエーション施設の利用促進 

多様なスポーツニーズに応えられるよう、運動場、体育館、テニスコート

場等の既存施設の利用促進に努め、健康増進や体力の維持・向上を図ります。 

⚫ 継続して参加してくれる方々がいる一方で、新規参加者が増えていない

ことや男性参加者が少ないなどの課題があるため、新規や男性の参加者

を増やすための取り組みを行っていきます。 

 

 

  

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 
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（５）就業等の支援 

① 就労情報提供の充実 

働く意欲のある高齢者が就労の機会に恵まれるよう、シルバー人材セン

ター等と連携して、高齢者雇用に関する情報提供の充実に努めます。 

⚫ シルバー人材センターについての情報発信を行うとともに、センターと

連携し、就労意欲のある高齢者に雇用に関する情報を提供していきます。 

 

（６）地域活動・社会活動への参加支援 

① 地域におけるボランティア体制づくり 

ボランティア講座等の開催に積極的に取り組み、地域ぐるみでボランティ

アができる体制づくりを検討します。また、「たっしゃになるなるカード」等

を活用したポイント制度の普及啓発を推進するとともに、有償ボランティア

制度の導入について検討する等、支援の担い手の確保に努めます。 

⚫ 高齢者の増加とともに生活支援のニーズが高まっているため、地域の

ニーズや課題解決に基づいた取り組みについては、有償ボランティアに

よる事業化を目指していきます。 

 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 
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第３章 高齢者にやさしい村づくり 

年齢を重ねるにつれて、身体機能や認知機能が低下するのは自然なことですが、これらの機能低

下により、日常生活の些細なきっかけで高齢者が被害に遭う事件・事故が多くなっています。高齢

者が住み慣れた地域で安心・安全に暮らすために、地域住民による高齢者支援への意識づくりや高

齢者を支えるボランティア活動が重要です。 

また、住宅改修の支援や、道路や建築物にユニバーサルデザイン及びバリアフリーの導入を浸透

させるなど外出環境の充実を図るとともに、高齢者が被害に遭わないよう事故・事件への安全対策

の支援を行い、高齢者にやさしい村づくりに取り組みます。 

 

（１）地域福祉事業 

① 地域福祉の広報・啓発 

ひとり暮らしの高齢者や要介護高齢者、障害を持つ高齢者をはじめ、すべ

ての高齢者が安心して暮らすことができるよう、地域福祉の必要性について

啓発していきます。 

⚫ 広報社協だよりにて、食事・在宅福祉などの各種サービス事業について

の情報発信を行っていきます。 

 

② 地域包括ケア体制づくり 

行政、医療、保健、福祉等の関係機関が連携し、住民参画のもと、地域包

括支援センターを中心に地域包括ケア会議や、個別地域ケア会議を開催し、

地域包括ケア体制の安定構築に努めます。 

⚫ 十分な地域包括ケア体制を確立するため、今後も専門職や住民を含めた

関係者と共に村に即したシステムの安定構築を目指していきます。 

 

  

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 
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③ 介護現場の革新に関する取り組み 

国や県の動向を注視し、ＩＣＴやロボットの活用等を通じた介護現場の革

新に関する情報収集を行います。また、国の指針等を踏まえた業務効率化や、

個々の申請様式や添付書類の標準化及び手続きの簡素化を図るため、介護職

員・介護従業者等の負担になっている業務について把握します。 

⚫ 介護現場の革新に向けて、最新の事例に関する情報収集などを行ってい

きます。 

⚫ 介護現場で負担になっている業務を洗い出すためにヒアリング等を実施

し、効率化すべき業務について検討していきます。 

 

（２）ボランティア活動等への支援  

① ボランティア活動の広報・啓発 

地域のボランティア活動をボランティアだより等で紹介し、活動の普及啓

発を行います。また、活動を希望する住民や機関からの相談を受け付けます。 

⚫ ボランティアに興味を持って貰えるような情報や各実施事業を記載し、

活動の啓発に努めていきます。 

 

② 人材の育成・確保 

ボランティア研修会等を開催し、ボランティアに関わる人材の育成・確保

に努めます。 

⚫ 傾聴ボランティアや認知症について講習会を行い、ボランティア活動に

繋がるようスキルアップを行っていきます。 

 

 

③ ボランティア連絡協議会の設置 

ボランティア団体への助成を通じて活動を支援するとともに、情報提供や

連絡会を実施し、ボランティアのネットワーク化を進めます。 

⚫ 研修会等に団体及び会員の者に参加を促し、日頃の活動の話し合いなど、

情報の共有と連絡を密にしていきます。 

 

  

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 
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④ ボランティア活動への参加拡大 

ボランティア活動の参加者に偏りが生じないよう、小・中・高校生等、年

代、性別を超えた幅広い層へ社会参加の理解と参加を求めます。 

⚫ 今後、青少年の社会活動を促し、参加者の拡大を図っていきます。 

 

 

⑤ ボランティア活動拠点の充実 

ボランティア活動の拠点となる社会福祉協議会において、ボランティアの

活性化や活動面での充実を図るとともに、研修会等を開催して専門知識や技

術の向上に努めます。また、お達者クラブと連携を図り、高齢者が積極的に

社会参加できるよう、ボランティア活動等の場を多く設けます。 

⚫ 引き続きボランティア団体との連絡会などを通じ、研修及び技術の向上

に図っていきます。 

 

 

（３）高齢者が住みやすい地域づくり 

① 公共施設における設備の充実 

高齢者が安心して外出できるよう、バリアフリーの考え方を浸透させると

ともに、公共施設における手すりやエレベーター、トイレ等の計画的な整備

に努めます。 

⚫ バリアフリー対応が行き届いていない施設もあるため、引き続き計画的

な整備を行っていきます。 

 

② ユニバーサルデザインの導入 

公共施設の整備においては、バリアフリーの考え方を一歩進め、設計段階

から誰もが安心できて、利用しやすいと感じられるユニバーサルデザインの

考えを浸透させていきます。 

⚫ 施設のユニバーサルデザイン化を踏まえ、施設更新の優先度や対応スケ

ジュールを検討していきます。 

  

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 
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③ 高齢者の移動支援 

運転免許証を所持していない、または返納した高齢者について、バスの定

期乗車券の購入費やタクシー運賃の一部を助成するなどの移動支援を行い、

高齢者の社会参加を促進し、福祉の向上を図ります。 

⚫ 利用者がまだ少ないため、制度の周知を強化し、さらに利便性の高い支

援内容を検討していきます。 

 

④ 公共交通機関への働きかけ 

バス等の公共交通機関に対して、誰もが利用しやすい機関となるよう、高

齢者等の交通弱者への対応を視野に入れた低床バス等設備の導入や、バス路

線の確保等を働きかけます。 

⚫ 関係機関と情報共有しながら、外出支援策やデマンド交通など新たな公

共交通の導入検討に向けての調査・研究を実施していきます。 

 

⑤ 民間事業者への指導・啓発 

国の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフ

リー新法）」や、県の「山梨県障害者幸住条例（平成27年度改正）」に基づき、

公共性の高い建築物整備に関わる民間事業者への指導・啓発に努めます。 

⚫ 公共施設の整備にあたり、ユニバーサルデザインの対応について検討し

たうえで、民間事業者への指導を行っていきます。 

 

⑥ サービス付き高齢者向け住宅の活用 

村内のサービス付き高齢者向け住宅におけるサービス提供状況等の情報

の把握に努め、住民への情報提供と利用促進に努めます。 

 

サービス付き高齢者住宅 

（※特定施設の指定を 

受けていないもの） 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用者数 

（人/月） 
0 3 5 6 6 6 

必要利用定員 

（人/月） 
19 19 19 19 19 19 

⚫ サービス付き高齢者向け住宅で提供されるサービス等の情報の把握し、

住民への情報提供と利用促進に努めます。 

 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

事業内容 

施策の方向 

実績と計画 
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⑦ 地域見守りネットワーク体制の構築 

高齢者が住み慣れた地域で安全・安心に暮らしていけるために、福祉分野

だけではなく、民間事業者や地域の関係者と協働し、住民全体による見守り

体制の構築を目指していきます。 

⚫ 民間事業者や地域の様々な団体などと協働した見守り体制を構築してい

きます。 

 

 

（４）交通安全対策・防犯防災対策 

① 交通安全意識の高揚 

警察機関や自治会、お達者クラブ等と連携して、高齢者のための講習会等

を開催し、交通安全教育の充実を図るとともに、夜間の反射材の着用等を推

進し、高齢者の交通安全意識の高揚に努めます。 

⚫ 村が主催するイベントで交通安全に関する講習会を行っていきます。 

⚫ 運転が困難になった高齢者に対して免許返納に関する周知を行っていき

ます。 

※ 交通機関が乏しい地域に住む高齢者の移動手段については（３）-③で対応 

 

② 交通安全設備の整備促進 

歩道や信号機、カーブミラー等、高齢者が利用しやすい交通安全施設の整

備を行います。 

⚫ 村民からの要望を踏まえて現地確認を行い、グリーンベルトの新設置、

区画線の引き直しや新設を行っていきます。 

 

③ 避難行動要支援者名簿の更新及び活用 

災害時に高齢者を安全に避難させたり、居場所を確認したりするために重

要な避難行動要支援者名簿を適時更新し、民生委員等と情報共有することで、

災害が発生した際でも即時、有効活用できる体制を整えていきます。 

⚫ 避難行動要支援者名簿の周知等を徹底し、早期の支援計画策定を行って

いきます。 

 

  

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 
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④ 感染症対策に関する体制整備 

「鳴沢村新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づく緊急時の体制構築

と対策行動により、感染拡大の防止と村民の生活及び地域経済に及ぼす影響

を最小限にとどめるよう努めます。 

また、サービスを提供する事業所をはじめ、関係機関、団体、村民等に対

して国のガイドラインに基づく感染防止策の徹底を呼び掛けるとともに、事

業所に対しては感染症対策に必要な物資の備蓄の必要性について周知啓発

を行います。 

⚫ 事業所に対して必要な感染対策物品の備蓄を呼びかけるとともに、感染

防止マニュアルの作成を行っていきます。 

⚫ 引き続き事業所や関係機関等に対して、必要な情報提供や助言を行って

いきます。 

 

⑤ 消費者教育と相談の充実 

高齢者が悪質な訪問販売等の被害に遭わないよう、消費者教育の充実に努

めます。 

⚫ 高齢者学級にて、悪質商法によるトラブル防止のための消費生活相談員

を招いた講座などを開催します。 

⚫ ＣＡＴＶでの電話詐欺被害防止啓発動画の放映や、山梨県警の電話詐欺

対策機貸出事業などについて広報、ホームページ等で周知を行っていき

ます。 

 

⑥ クーリングオフ制度や消費生活センターの利用促進 

クーリングオフ制度や消費生活センターの利用について広報・啓発を図る

とともに、自らが被害に遭わないような防犯意識の高揚に努めます。 

⚫ 啓発パンフレットの全世帯への配布を行っていきます。 

⚫ 広報等を通じた消費生活センターの利用促進を行うとともに、村民が被

害にあうことがないよう新たな取り組みを検討していきます。 

 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 
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第４章 介護保険サービス 

高齢化の進行に伴い、今後も介護を必要とする高齢者が増加すると見込まれています。そのた

め、在宅介護を支援する居宅サービスをはじめ、在宅介護が難しい高齢者の生活の場となる施設

サービスや、よりきめ細かな対応が可能となる地域密着型サービスのさらなる充実が必要とされ

ています。 

また、制度改正による度重なる変更については、事業者をはじめとする関係者に定期的に周知

を行う等、サービスの適正な提供と円滑な利用が可能な体制を構築する必要があります。 

  介護保険サービスの概要   

  

  第８期の実績値 と 第９期の計画値   

令和３年度（2021年度）と令和４年度（2022年度）は見える化システムの利用実績を、令和５

年度（2023年度）については４月から９月までの実績をベースに拡大して記載しています。 

第９期計画値については、国より提示された「見える化システム」で、第８期実績から推計さ

れた数値をベースに補正等を行って見込んでいます。 
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１ 居宅サービス 

① 訪問介護 

訪問介護員（ホームヘルパー）が居宅を訪問して、入浴、排泄等の身体介

護や食事等の家事援助等、日常生活上の介護や援助を行うものです。 

 

訪問介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用量（回/年） 6,236  7,399  8,206  8,464  8,915  9,209  

利用者数（人/年） 220  237  228  264  276  288  

 

② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

入浴設備を備えた車（入浴車）で、看護職員、介護職員が寝たきりの高齢

者等の家庭を訪問して、入浴の介助を行います。 

 

訪問入浴介護 

・介護予防訪問入浴介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

訪問入浴

介護 

利用量

（回/年） 
21  111  55  24  24  24  

利用者数

（人/年） 
10  20  12  12  12  12  

介護予防 

訪問入浴 

介護 

利用量

（回/年） 
0  0  0  0  0  0  

利用者数

（人/年） 
0  0  0  0  0  0  

合計 

利用量

（回/年） 
21  111  55  24  24  24  

利用者数

（人/年） 
10  20  12  12  12  12  

 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 
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③ 訪問看護・介護予防訪問看護 

通院困難な利用者に対して、訪問看護ステーション等の看護師、理学療法

士、作業療法士等が家庭を訪問し、主治医と連絡を取りながら、療養上の看

護を行います。 

 

訪問看護・介護予防 

訪問看護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

訪問看護 

利用量

（回/年） 
1,173  1,309  1,447  1,572  1,572  1,572  

利用者数

（人/年） 
179  184  204  228  228  228  

介護予防 

訪問看護 

利用量

（回/年） 
0  0  0  0  0  0  

利用者数

（人/年） 
0  0  0  0  0  0  

合計 

利用量

（回/年） 
1,173  1,309  1,447 1,572  1,572  1,572  

利用者数

（人/年） 
179  184  204  228  228  228  

 

④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、心身の機能の回復を図り、

日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行うものです。 

 

訪問リハビリテーション・ 

介護予防訪問リハビリテー

ション 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

訪問リハビリ

テーション 

利用量

（回/年） 
924  1,397  2,408  1,874  1,874  2,155  

利用者数

（人/年） 
79  113  168  144  144  168  

介護予防 

訪問リハビリ

テーション 

利用量

（回/年） 
172  0  0  0  0  0  

利用者数

（人/年） 
17  0  0  0  0  0  

合計 

利用量

（回/年） 
1,096 1,397  2,408  1,874  1,874  2,155  

利用者数

（人/年） 
96 113  168  144  144  168  

 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 
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⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が定期的に居宅を訪

問し、療養上の管理や指導を行います。 

 

居宅療養管理指導・ 

介護予防居宅療養管理

指導 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

居宅療養 

管理指導 

利用者数

（人/年） 
113  122  192  168  168  180  

介護予防 

居宅療養 

管理指導 

利用者数

（人/年） 
0  0  0  0  0  0  

合計 
利用者数

（人/年） 
113  122  192  168  168  180  

 

⑥ 通所介護 

介護施設等に通い、入浴、食事の提供等の日常生活上の介護を行うもので

す。 

 

通所介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用量（回/年） 4,276  4,276  3,476  3,691  3,691  3,806  

利用者数（人/年） 343  362  336  348  348  360  

 

⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や病院等医療施設に通い、当該施設において心身機能の

維持・回復や日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法その他必

要なリハビリテーションを行うものです。 

 

通所リハビリテーション・ 

介護予防通所リハビリテーション 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

通所 

リハビリテーション 

利用量 

（回/年） 
713  607  629  560  560  632  

利用者数 

（人/年） 
106  96  120  108  108  120  

介護予防通所 

リハビリテーション 

利用者数

（人/年） 
0  0  0  0  0  0  

合計 

利用量 

（回/年） 
713  607  629  560  560  632  

利用者数

（人/年） 
106  96  120  108  108  120  

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

実績と計画 

事業内容 
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⑧ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等の老人福祉法に規定する短期入所施設に短期間入

所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の

介護、機能訓練を行うものです。 

 

短期入所生活介護・ 

介護予防短期入所生活介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

短期入所生活

介護 

利用量 

（日/年） 
2,095  1,776  2,519  3,230  3,431  3,431  

利用者数

（人/年） 
181  150  192  228  240  240  

介護予防 

短期入所生活

介護 

利用量 

（日/年） 
0  0  0  0  0  0  

利用者数

（人/年） 
0  0  0  0  0  0  

合計 

利用量 

（日/年） 
2,095  1,776  2,519  3,230  3,431  3,431  

利用者数

（人/年） 
181  150  192  228  240  240  

 

⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

介護老人保健施設（老健）や介護医療院等に短期間入所し、看護や医学的

管理下における介護、機能訓練その他の必要な医療及び日常生活上の介護を

行うものです。 

 

短期入所療養介護・ 

介護予防短期入所療養介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

短期入所療養

介護 

利用量 

（日/年） 
0  0  0  0  0  0  

利用者数

（人/年） 
0  0  0  0  0  0  

介護予防 

短期入所療養 

介護 

利用量 

（日/年） 
0  0  0  0  0  0  

利用者数

（人/年） 
0  0  0  0  0  0  

合計 

利用量 

（日/年） 
0  0  0  0  0  0  

利用者数

（人/年） 
0  0  0  0  0  0  

 

事業内容 

実績と計画 

実績と計画 

事業内容 
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⑩ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

日常生活上の便宜を図るため、あるいは、機能訓練等のために福祉用具の

貸与を行います。 

 

福祉用具貸与・ 

介護予防福祉用具貸与 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

福祉用具貸与 
利用者数

（人/年） 
597  699  828  912  900  948  

介護予防 

福祉用具貸与 

利用者数

（人/年） 
19  6  12  12  12  12  

合計 
利用者数

（人/年） 
616 705 840 924 912 960 

⑪ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

貸与になじまない用具（例えば、入浴または排泄の用に供する福祉用具等

（特殊尿器等））を利用者が購入したときに、その費用の７～９割相当額を

償還払いで支給します。 

 

特定福祉用具販売・ 

特定介護予防福祉用具販売 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

特定福祉用具

販売 

利用者数 

（人/年） 
7  10  0  12 12  12  

特定介護予防 

福祉用具販売 

利用者数

（人/年） 
2  0  0  0  0  0  

合計 
利用者数

（人/年） 
9 10 0 12 12  12  

⑫ 住宅改修・介護予防住宅改修 

日常生活の自立を助けるため、手すりの取り付けや引き戸等への扉の取り

替え、段差解消等の住宅改修に対して、その費用を償還払いまたは受領人払

いによって給付することで、居宅の介護を支援するものです。 

 

住宅改修・ 

介護予防住宅改修 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

住宅改修 
利用者数

（人/年） 
5  6  12  13  13 13 

介護予防 

住宅改修 

利用者数

（人/年） 
1  0  0  0  0  0  

合計 
利用者数

（人/年） 
6 4 12 13 13 13 

実績と計画 

事業内容 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 
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⑬ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホームや介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス）等に入所して

いる要介護者等について、計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その

他の日常生活の介護、機能訓練及び療養上の介護を行うものです。 

 

特定施設入居者生活介護・ 

介護予防特定施設入居者 

生活介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 
特定施設 

入居者生活介護 
利用者数
（人/月） 14  12  0  12  12  12  

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

利用者数
（人/月） 

1  0  0  0  0  0  

合計 
利用者数
（人/月） 

15  12  0  12  12  12  

 

⑭ 居宅介護支援・介護予防支援 

居宅介護支援は、介護支援専門員（ケアマネージャー）が居宅で介護を受

ける方の心身の状況や希望等を踏まえ、自立した日常生活の支援を効果的に

行うために、継続的かつ計画的に介護サービスに関する計画（居宅介護サー

ビス計画）を作成し、これらが確実に提供されるよう介護サービス提供機関

との連絡調整等を行うものです。 

介護予防支援は、利用者の状態に適したサービスが確実に提供されるよう、

地域包括支援センターにより作成された介護予防サービス計画に基づき、

サービス事業者等との連絡調整等を行うものです。 

 

居宅介護支援・ 

介護予防支援 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

居宅介護支援 
利用者数
（人/年） 

919  987  1,092  1,092  1,080  1,152  

介護予防支援 
利用者数
（人/年） 

29  6  12  12  12  12  

合計 
利用者数
（人/年） 

948 993 1,104 1,104 1,092 1,164 

  

⚫ 供給量を十分に確保し、質の高いサービスを選択できるよう、村の社会

福祉協議会や県の指定を受けた民間事業者へ働きかけます。 

⚫ 介護支援専門員（ケアマネージャー）やサービス提供事業所と連絡をと

りながら、利用者のニーズに応じたサービス基盤の確保に努めます。 

⚫ 福祉用具の機能についての理解や利用普及のために広報を行い、サービ

ス周知に努めます。 

⚫ 介護支援専門員（ケアマネージャー）を対象に、研修などによる資質の

向上に努めます。 

⚫ 居宅サービスの種類や利用方法などの理解や利用普及のため、より効果

的な広報及びサービスの周知に努めます。 

⚫ 利用者や家族、介護支援専門員（ケアマネージャー）、サービス提供事業

所がともに連携し、利用者にとって納得のいくサービスとなるよう、適

切な支援をしていきます。 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 
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２ 施設サービス 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

寝たきりや認知症の常時介護が必要で、自宅での介護が困難な方が入所し、

食事や入浴、排泄等日常生活に必要な介護を行います。 

 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用者数（人/月） 6  3  4 3 6 6 

② 介護老人保健施設（老人保健施設） 

要介護状態の方で症状が安定し、自宅に戻れるようリハビリテーションに

重点をおいたケアが必要な方に、医学的管理の下で看護、機能訓練、日常生

活上の介護を行います。 

 

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用者数（人/月） 10  11  12 13 13 13 

③ 介護医療院 

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常

的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機

能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護施設で、要介護者に

対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に

提供します。（介護保険法上の介護保険施設ですが、医療法上は医療提供施

設として法的に位置づけられています。） 

 

介護医療院 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用者数（人/月） 2 3 2 2 2 2 

 

⚫ 適正な整備量と配置に配慮しつつ、必要なサービス量が確保できるよう

関係機関と調整していきます。 

⚫ 施設の安全面や衛生面の向上に関して、事業者への指導に努めます。 

⚫ 利用者が安心して過ごすことができるよう、施設職員等の資質や技術の

向上を図るために研修会等の参加を支援していきます。 

⚫ 身体拘束の廃止について、一層の推進に努めます。 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 
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３ 地域密着型サービス 

可能な限り、自宅または住み慣れた地域において自立した日常生活を営めるよう、身近な地

域で提供されることが適切なサービス類型として、「地域密着型サービス」が第３期計画（平成

18年度）からスタート、第５期計画から「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」と「看護小規

模多機能型居宅介護」の２つのサービスが新たに加わりました。 

このサービスについては、日常生活圏域別に整備目標を設けてサービスを提供していく必要

があります。また、サービス事業者の指定は、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、

地域密着型サービスを行う事業所ごとに村長が行うこととなっています。 

  地域密着型サービスの種類   

サービス名称 
対象者 

サービス内容 
要介護者 要支援者 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○ × 
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に、
またはそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回型訪問
と随時の対応を行う 

②夜間対応型訪問介護 ○ × 
夜間の定期的巡回や、夜間に通報を受けた場合に、訪
問介護を実施 

③地域密着型通所介護 ○ × 利用定員18人以下の通所介護 

④認知症対応型通所介護・ 
介護予防認知症対応型通所介護 

○ ○ 
認知症の方に対応したメニューで実施する 
通所介護（デイサービス） 

⑤小規模多機能型居宅介護・ 
介護予防小規模多機能型居宅介護 

○ ○ 
29人以下が登録し、様態に応じて18人以下が通い
（デイサービスや訪問介護）、９人以下が泊まり
（ショートステイ）のサービスを実施 

⑥認知症対応型共同生活介護・ 
介護予防認知症対応型共同生活介護 

○ ○ グループホーム 

⑦地域密着型 
特定施設入居者生活介護 

○ × 
29人以下が入所できる小規模の介護専用型特定施設
(有料老人ホーム等) 

⑧地域密着型 
介護老人福祉施設入所者生活介護 

○ × 29人以下が入所できる小規模の特別養護老人ホーム 

⑨看護小規模多機能型居宅介護 ○ × 
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、
介護と看護のサービスの一体的な提供を行う 

  地域密着型サービスと居宅・施設サービスの特徴   

相違点 
地域密着型サービス・ 

地域密着型介護予防サービス 
居宅サービス・施設サービス 

１ 利用可能な人 
原則として、その市町村の被保険者
のみが利用 

他市町村の被保険者でも利用可能 

２ 事業者に対する権限 市町村が指定、指導、監督等を実施 県が指定、指導、監督等を実施 

３ 定員などの基準や報酬単価の設定 
地域の実情に応じた基準や報酬単価を
市町村が決定 

全国一律の基準や報酬単価を適用 

４ 計画値の設定（計画書への掲載単位） 日常生活圏域ごとに計画値を掲載 市町村単位で一括して目標値を掲載 

５ 設定のあり方 

公平・公正の観点から、地域住民や 
保健医療福祉関係者等で構成される
「介護保険運営協議会」における審議を
要する。 
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① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

要介護者宅へ定期的な巡回訪問や随時通報によって訪問し、入浴、排泄、

食事等の介護や日常生活上の世話を行います。また、医師の指示により、看

護師等が要介護者宅で療養上の世話または診療の補助を行います。 

 

定期巡回・ 

随時対応型訪問介護看護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用者数（人/年） 11  12  12  12  12  12  

 

② 夜間対応型訪問介護 

居宅においても、夜間を含めた24時間を安心して生活できることを目的に、

定期的な巡回訪問及び通報等による随時対応により、夜間に要介護者（要介

護３以上）の居宅でのケアを行うものです。 

今期の利用実績はなく、次期の利用者数も０人を見込んでいます。 

 

③ 地域密着型通所介護 

利用定員18人以下の小規模の介護施設等に通い、食事、入浴、その他の必

要な日常生活上の支援や生活機能訓練などを日帰りで提供するサービスで、

利用者の心身機能の維持向上と、利用者の家族負担の軽減を図ります。 

 

地域密着型通所介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用量（回/年） 1,696  2,104  2,152  2,718  2,718  2,815  

利用者数（人/年） 148  175  180  252  252  264  

 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 
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④ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

脳血管疾患、アルツハイマー病、その他の要因に基づく脳の器質的な変化

により、日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能

が低下した状態にある要介護者に対し、認知症専用単独型や認知症併設型の

デイサービスセンターにおいて、入浴、排泄、食事等の介護、及びその他の

日常生活上の世話や機能訓練を行うものです。 

 

認知症対応型通所介護 
・介護予防認知症対応型 

通所介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 
（2021年度） 

令和4年度 
（2022年度） 

令和5年度 
（2023年度） 

令和6年度 
（2024年度） 

令和7年度 
（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

認知症対応型 
通所介護 

利用量 
（回/年） 

376  139  86  82  82  82  

利用者数
（人/年） 

24  12  12  12  12  12  

介護予防 
認知症対応型 

通所介護 

利用量 
（回/年） 

0  0  0  0  0  0  

利用者数
（人/年） 

0  0  0  0  0  0  

合計 

利用量 
（回/年） 

376  139  86  82  82  82  

利用者数
（人/年） 

24  12  12  12  12  12  

 

⑤ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護は、居宅における生活の継続支援を目的に、要介

護者の様態や希望に応じて、随時、訪問や泊まりを組み合わせて日常生活上

のケアを行うものです。 

今期の利用実績はなく、次期の利用者数も０人を見込んでいます。 

⑥ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の状態にある要介護者が５～９人で共同生活をしながら、家庭的な

雰囲気の中で介護スタッフによる食事、入浴、排泄等日常生活の支援や機能

訓練を受けます。 

今期の利用実績はなく、次期の利用者数も０人を見込んでいます。 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

地域密着型特定施設入居者生活介護は、入居者が要介護者とその配偶者に

限定されている定員29名以下の有料老人ホームに入所している要介護者に

対してケアを行うものです。 

今期の利用実績はなく、次期の利用者数も０人を見込んでいます。 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 
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⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員が29名以下の特別養

護老人ホームに入所している要介護者に対して、ケアを行うものです。 

 

地域密着型介護老人福祉

施設入所者生活介護 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

利用者数（人/月） 13  10  10  11 11 11 

必要利用定員（人/月） 19 19 19 20 20 20 

 

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

要介護者に対して、訪問看護と小規模多機能型居宅介護と訪問介護等を組

み合わせて一体的に提供することにより、効果的かつ効率的となるサービス

を行います。 

今期の利用実績はなく、次期の利用者数も０人を見込んでいます。 

⚫ 地域の実情や本計画の見込量を勘案しつつ、事業者の指定、指定の取り

消し、指定基準や介護報酬の設定を行います。 

⚫ 地域密着型介護老人福祉施設において、入所の空きが発生した際は、規

定に基づき村内居住者の要介護認定者を優先して入所させます。 

⚫ 事業者や介護支援専門員（ケアマネージャー）との協議を通じてサービ

スの質の向上を促進するほか、事業実績を把握しながら不足している

サービスなどの情報収集に努めます。 

  

事業内容 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 
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４ 自立支援・重度化防止等の取り組み 

令和７年（2025年）には団塊の世代の方が全員75歳以上の後期高齢者となるため、要介護認

定者もより一層増加することが予想されます。これに伴い、介護保険制度の持続可能性を維持

しつつ、高齢者の生活機能の低下を防止して、自立した日常生活を過ごせるための体制の確立

が喫緊の課題となっています。 

国の示す介護保険制度の理念においては、高齢者が自立した生活を送るための支援や要介

護・要支援状態にならないための予防活動、要介護状態等の軽減や悪化の防止の重要性に言及

されており、地域における多様な主体による地域づくり活動などとあわせて、地域におけるリ

ハビリテーションなどの専門職と連携した支援の充実が求められています。 

本村では、住み慣れた地域で生きがいを持って自立した暮らしができるように，以下の４項

目に注力し、数値目標を掲げて取り組んでいきます。 

 

⚫ 介護予防教室の開催 

⚫ 地域ケア会議の開催 

⚫ 生活支援体制の整備 …等 

 

⚫ 認知症初期集中支援チームの本格稼働 

⚫ 認知症サポーター養成講座の開催 

⚫ 認知症に関する相談体制の充実 …等 

 

⚫ ケアプラン点検の実施 

⚫ 住宅改修・福祉用具購入に関する点検の実施 …等 

 

⚫ 介護・医療に関する他職種の関係者が参加する会議等の

実施 

⚫ 在宅医療・介護の普及に向けた講演会の開催 …等 

 

 

  

自立支援・ 

重度化防止 

認知症対策 

介護給付の 

適正化 

在宅医療・ 

介護連携 
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５ 介護給付適正化への取り組み 

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要と

する過不足のないサービスを事業者が適切に提供するよう促すことであり、適切なサービスの

確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護

保険制度の構築に資するものです。 

介護給付の適正化のために保険者である本村が行う適正化事業は、高齢者等が可能な限り住

み慣れた地域でその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようにすると

ともに、限られた資源を効率的・効果的に活用するために、保険者が本来発揮するべき保険者

機能です。そのため、本村では介護給付適正化計画を第９期介護保険事業計画にあわせて策定

し、ＰＤＣＡサイクルに基づいて実施することで、保険者の責任において費用の適正化を図り

ます。 

適正化事業の実施主体は保険者ですが、適正化事業の推進にあたっては、広域的視点から保

険者を支援する山梨県、国保連介護給付適正化システムにより適正化事業の取り組みを支える

山梨県国民健康保険団体連合会と現状認識を共有し、連携して取り組みます。 

令和５年３月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議で介護給付適正化主要５事業の

見直しが行われ、「要介護認定の適正化」、「ケアプラン点検」、「医療情報との突合・縦覧点検」

の３事業に再編されたことを受けて、今期計画までの内容を整理し、以下の主要３事業として

実施します。 

① 要介護認定の適正化（認定調査状況チェック、介護給付費の通知） 

保険者が居宅介護支援事業所等へ委託している認定調査及び直営で行う

認定調査について、保険者による事後点検等を実施します。また、認定調査

項目別の選択状況等について、業務分析データや合議体間の二次判定の軽重

度変更率の差等の分析等を行い、格差是正等に向けた取り組みを実施します。 

⚫ 要介護認定の適正化のため、認定調査の全件点検を行っていきます。 

② ケアプランの点検 

居宅介護支援事業所等を対象に、利用者の自立支援に資する適切なケアプ

ランが作成されているか、プランの確認・検討を行います。基本となる事項

を介護支援専門員（ケアマネジャー）と確認しながら、利用者に見合ったア

セスメントによる気づきや適切な介護サービスを確保し、ケアマネジメント

の質の向上に取り組んでいきます。 

住宅改修の点検は、理由書や見積書・写真等から判断して行いますが、事

前審査と完了審査の書類等に疑義が生じた場合には現地調査を行い、利用者

の身体の状態にあった適切な工事への改善指導を行います。 

また、福祉用具利用者に対しては、福祉用具購入の必要性や利用状況等を

確認します。軽度者の福祉用具貸与についても、ケアプラン点検及び主治医

意見書等の確認を行い、利用者に必要性があるか確認をします。 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 
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ケアプランの点検 

今期 実績値 次期 実績値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度）  

令和5年度 

（2023年度）  

令和６年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

実施件数 56件 64件 60件 60件 60件 60件 

 

⚫ 居宅介護支援事業所等が作成したケアプランについて点検し、利用者の

自立支援に資するプランになるよう指導を行っていきます。 

⚫ 住宅改修について、書面及び現地での全数点検を実施していきます。 

 

③ 縦覧点検・医療情報との突合 

国保連介護給付適正化システムによる縦覧点検や医療情報との突合情報

から、介護報酬の不適正・不正な請求を発見し、給付の適正化を図ります。

また、介護保険制度の信頼性向上のために、国保連のデータを活用して複数

月にまたがる請求明細書の内容を確認し、提供されたサービスに対する整合

性の点検を行い、不適正な請求と認められた場合には介護報酬の返還を求め

ます。 

⚫ 縦覧点検や突合作業について、山梨県国民健康保険団体連合会に業務委

託を行い、適正な給付がなされているか確認します。 

 

 

  

実績と計画 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 
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第５章 地域支援事業 

  地域支援事業の概要   

地域支援事業は村が主体となって実施するものです。被保険者が要介護状態等となることを予

防するとともに、もし要介護状態等となっても、可能な限り地域において自立した日常生活を営

むことができるように支援することを目的とした事業で、大きく分けて以下の３つの事業で構成

されています。 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

一般介護予防事業は、第１号被保険者すべてを対象に、支援を必要とする高齢者を把握す

るための介護予防把握事業や介護予防普及啓発事業、住民主体の介護予防活動の育成・支援

等を実施します。 

介護予防・生活支援サービス事業では、要支援者及び事業対象者の多様な生活支援ニーズ

に対応するため、従来の指定事業者によるサービスは継続しつつ、地域住民が主体となって

運営する基準を緩和したサービスを実施します。 

 

２ 包括的支援事業 

総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援等の各業務を地域包括支

援センターにおいて実施します。 

また、在宅医療・介護連携の推進や認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備に関

しても取り組みます。 

 

３ 任意事業 

地域支援事業の理念にかなった事業を、地域の実情に応じ、市町村独自の発想や創意工夫

を生かした形態により実施する事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 介護予防・日常生活支援総合事業 

一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業 

２ 包括的支援事業 

地域包括支援センターの運営 在宅医療・介護連携推進事業 

認知症総合支援事業 生活支援体制整備事業 

３ 任意事業 

権利擁護に関する支援 

地域支援事業の全体像 
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

村が中心となって実施する事業で、地域の実情に応じて、支え合い体制づくりの推進に向け

た様々な事業を実施します。 

地域住民の参画をはじめ、多様な主体による支援体制を構築し、地域の要支援者等に対する

効果的かつ効率的な支援の充実を目指します。 
 

 

  第９期計画における介護予防・日常生活支援総合事業の概要   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について   

後期高齢者は、加齢に伴う予備能力低下により身体的脆弱性や複数の慢性疾患、認知機能や社

会的な繋ながりの低下といった多面的な課題を抱える、いわゆるフレイル状態になりやすいと言

われています。 

フレイルは健康と要支援・要介護の中間であり、要介護状態に至る前段階として位置づけられ

ているため、フレイル状態に至ることを未然に防止するとともに、フレイル状態になった方の回

復を図っていくことが重要となります。そのため、フレイル予防及びフレイル状態からの回復の

観点をもった社会参加を含む地域での取組へと拡大していく必要があります。 

そのためすべての第１号被保険者（65歳以上）を対象として行ってきた一般介護予防事業に、

フレイル予防およびフレイル状態からの回復の観点から行う活動を盛り込み、健康でいきいきと

暮らしていくために大切になる知識の普及・啓発を図っていきます。 

⚫ 介護予防・日常生活支援総合事業では、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、
地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた事業が展開されています。

⚫ 年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつなが
りを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進していきます。

⚫ リハビリテーション専門職等を生かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化していき
ます。

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

訪問型介護予防事業

ホームヘルパーなどによる生活上の支援に

よって、日常生活の援助を行います。

通所型介護予防事業

通所介護（デイサービス）による機能訓練等

により、生活機能の向上を図ります。

介護予防把握事業

地域の実情に応じて収集した情報等の活用

により、閉じこもり等の何らかの支援を要

する方を把握し、介護予防活動へつなげま

す。

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及啓発を行います。

地域介護予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育

成、支援に努めます。

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状

況等検証を行い、一般介護予防事業の事業

評価を行うよう努めます。

地域リハビリテーション活動支援事業

地域における介護予防の取組を機能強化す

るために、通所、訪問、地域ケア会議、

サービス担当者会議、住民運営の通いの場

等へのリハビリテーション専門職等の関与

を促進します。

一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス事業
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（１）一般介護予防事業 

すべての第１号被保険者（65歳以上）を対象とする事業で、地域において自主的な介護予

防に資する活動が広く実施され、地域の高齢者が自主的にこうした活動に参加し、介護予防

に向けた取り組みを実施するような地域社会の構築を目的に実施します。 

① 介護予防把握事業 

保健師による健康教育や家庭訪問等で、要支援・要介護状態になる可能性

の高い高齢者を把握します。 

 

介護予防把握事業 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度）  

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度）  

令和6年度 

（2024年度）  

令和7年度 

（2025年度）  

令和8年度 

（2026年度）  

対象者把握者数（人/年） 24 21 25 26 28 30 

  

⚫ 後期高齢者健診、インフルエンザ問診票にフレイルに関する問診を追加

し、対象者を把握します。 

⚫ 関係機関と連携して介護予防事業対象者を把握し、適切な介護予防事業

への参加を推進します。 

⚫ 個人情報保護の観点に留意し、介護予防ケアマネジメントや事業実施の

際に活用することについて同意を得ながら対象者の把握を行います。 

 

② 介護予防普及啓発事業 

高齢者を対象に健康が維持されるよう、また、認知症や閉じこもり予防等

の介護予防に関する知識の普及・啓発を行うもので、地域の様々な資源を活

用して高齢者の心身の状況にあわせて実施する事業です。 

脳イキイキ教室▶ 理学療法士による体操や季節の行事など、認知症予防や閉じこも

りの予防を目指す教室を実施しています。 

貯筋会▶ 転倒予防を目的とした筋力アップの体操教室を実施しています。 

 

脳イキイキ教室 
今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 
（2021年度） 

令和4年度 
（2022年度） 

令和5年度 
（2023年度） 

令和6年度 
（2024年度） 

令和7年度 
（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

実施回数（回/年） 15 24 24 24 24 24 

延べ実施者数（人/年） 210 226 288 312 336 360 

 

貯筋会 
今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 
（2021年度） 

令和4年度 
（2022年度） 

令和5年度 
（2023年度） 

令和6年度 
（2024年度） 

令和7年度 
（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

実施回数（回/年） 10 24 23 24 24 24 

延べ実施者数（人/年） 113 193 276 312 336 360 

事業内容 

施策の方向 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 



第２編 各論 

第５章 地域支援事業 

71 

⚫ 各事業内容の充実を図るとともに事業の周知に努め、高齢者の健康増進

及び生きがいづくりに努めます。 

⚫ 指導者やスタッフの確保に努め、事業の実施にあたっては、参加者の身

体機能の状態に柔軟な対応を図ります。 

⚫ 高齢者同士によるグループ・団体の育成の場としても活用できるように

事業の周知に努め、参加者(特に男性)の増加を図ります。 

⚫ 効果的な実施を目指して、保健師・看護職員等専門スタッフの資質の向

上を図ります。 

⚫ 主治医の所見が必要な対象者には、医療機関との連携を図ったうえで実

施します。 

⚫ 事故防止のために十分な注意を払うとともに、対象者の安全面に留意し

て実施します。 

⚫ 緊急時に対応できる体制の整備に努めます。 

 

③ 地域介護予防活動支援事業 

介護が必要な状態にならないように予防し、高齢者の生活の質を高めるこ

とを目的に、地域における自主的な活動組織を育成し、介護予防活動の拡大

を支援する事業です。また、介護予防に関するボランティア等の人材育成の

ための研修等も実施します。 

⚫ ボランティアや地域活動組織の積極的な活用のために、介護予防事業と

の有機的な連携に努めます。 

 

④ 一般介護予防事業評価事業 

地域支援事業の介護予防効果に関するデータの測定・解析を行い、介護予

防施策を総合的に評価する事業です。 

⚫ 年度ごとに介護予防の効果について適正な評価を行い、各種事業の改善

に努めます。 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取り組みを強化するために、通所・訪問・地域ケ

ア会議・サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーショ

ン専門職の派遣を行い、自立支援への視点を共有できるように支援していき

ます。 

⚫ リハビリテーション専門職等を活用した介護予防の機能強化に努めてい

きます。 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 

事業内容 

施策の方向 
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（２）介護予防・生活支援サービス事業 

65歳以上の高齢者で要支援１・２の認定を受けた方や、基本チェックリストにより生活機能

の低下があると判断された方を対象に、要介護状態の軽減及び悪化等の防止を図るための事業

です。 

① 通所型介護予防事業 

▶▶通所型サービス（第１号通所事業） 

現行の通所介護相当のサービスで、通所介護（デイサービス）による生

活機能向上のための機能訓練等を行うサービス事業です。 

通所型介護予防事業 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

延べ実施者数（人/年） 31 15 12 24 24 24 

 

⚫ 基本チェックリスト等により事業対象者等を把握し、関係機関と連携し

ながら適切な介護予防事業への参加を推進します。 

⚫ 新たな、住民主体となる「多様なサービス」を検討していきます。 

 

② 訪問型介護予防事業 

◆事業内容 

▶▶訪問型サービス（第１号訪問事業） 

現行の訪問介護相当のサービスで、ホームヘルパーなどによる身体介護

や、清掃・洗濯などの生活援助等の日常生活上の支援を行うサービス事業

です。 

訪問型介護予防事業 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

延べ実施者数（人/年） 0 0 0 12 12 12 

 

⚫ 基本チェックリスト等により事業対象者等を把握し、関係機関と連携し

ながら適切な介護予防事業への参加を推進します。 

⚫ 新たな、住民主体となる「多様なサービス」を検討していきます。 

  

事業内容 

施策の方向 

実績と計画 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 
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２ 包括的支援事業 

（１）地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域において自立的な生活を継続できるよう、総合相談・支援、介護

予防マネジメント、包括的・継続的マネジメントを担う公正・中立の立場の中核機関として、

村直轄の「地域包括支援センター」が設置されています。 

高齢化の進行に伴い、全国的にも地域包括支援センターへの相談件数は年々増加傾向にあ

り、相談内容についても権利擁護や認知症支援、虐待防止等の専門的な対応が必要となる

ケースが増加しています。また、介護予防対象者の増加に伴ってケアプランの作成件数も増

加しており、地域包括ケアシステムにおける拠点としての重要性も高まっています。 

今後は地域住民や地域の支援者、福祉に関わる事業者、医療機関、行政が連携し、必要な

支援を包括的・継続的に提供できるよう、引き続き地域のネットワークづくりを推進すると

ともに、相談支援機能の強化に向けて、社会福祉士をはじめとした専門職の確保とセンター

の運営に関わる人材の育成に努めます。 

 

 

  地域包括支援センターの機能強化（イメージ）   
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①  地域包括支援センターの運営 

 

▶▶介護予防ケアマネジメント 

介護予防・日常生活支援総合事業の対象者等が要介護状態等になることを予防するため、

心身の状況等に応じて、介護予防・生活支援サービス事業または一般介護予防事業が包括的

かつ効率的に提供されるよう、ケアプランの作成と事業の実施及び実施後の評価を行い、高

齢者の自立保持につなげます。 

▶▶総合相談支援業務、権利擁護業務 

地域包括支援センターは、高齢者相談窓口として高齢者やその家族に関する相談を訪問・

来庁・電話等で受け付け、必要な支援に繋げています。 

相談内容については、介護保険に関することや日常生活に関する困りごとだけでなく、高

齢者に対する虐待、介護に関連した住宅に関する相談等、専門職が幅広く総合的に対応し、

多面的支援を行います。 

アンケート調査においては、認知症等の専門的な相談窓口としての機能は認知度が低くい

ため、今後は相談窓口の周知を徹底し、高齢者が安心して住み続けられる環境づくりに努め

ます。 

▶▶高齢者虐待防止対策の推進 

高齢者の虐待防止についての理解を深めるため、パンフレット等の配布や広報を活用し、

虐待予防、早期発見の啓発を行っていきます。 

虐待事案が発生した場合には市町村等に通報する義務があることについて、事業所、関係

機関等の周知を徹底していくことと、必要に応じ警察署とも連携を図っていきます。 

虐待事案が発生した場合において、弁護士等の専門職へ参画を依頼し、総合的な支援がで

きるよう体制を作っていきます。 

▶▶ケアマネジメント支援 

高齢者が住み慣れた地域で暮らしていけるよう、地域包括支援センターが中心となって、

ケアマネージャーが個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメント

を実施するための基盤整備や後方支援、ケアマネージャーの技術・能力の向上を図る研修を

実施します。 

基盤整備にあたっては、地域の関係機関との連携を通じて、様々な社会資源を最大限に活

用した協力体制の構築を行います。 

特に支援困難事例等に対しては、適切なマネジメントが行われるよう、医療機関、サービ

ス提供事業所等の関係機関との連携により対応を強化します。 

▶▶地域ケア会議の充実 

必要に応じて地域ケア会議を開催し、包括的支援事業として展開する在宅医療・介護連携

推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業の進捗状況を報告し、地域における

課題を明確にしたうえで、その解決に向けて取り組みます。 

今後も地域包括ケアシステムの一層の深化・推進に向けて、ケアマネージャーや民生委員・

児童委員等の多職種連携による地域ケア会議開催の促進に努めます。 

  

事業内容 
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地域包括支援センターの運営 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

地域ケア会議の開催 1 3 3 3 3 3 

 

⚫ 高齢者の自立的な生活に必要となる支援について、包括的・継続的に提

供できるよう地域の関係者との連携を行っていきます。 

 

② 在宅医療・介護連携推進事業 

医療と介護の両方を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護サー

ビスを一体的に提供できる体制づくりに向けて、富士・東部圏域の医療機関

等との連携を図ります。 

また、地域の医療関係者・介護サービス事業者等とともに事業の実施に向

けて協議を進めます。 

 

在宅医療・ 

介護連携推進事業 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

在宅医療・介護連携推進 

会議開催 
1 3 3 3 3 3 

在宅医療・介護普及啓発 

講演会開催 
0 1 1 1 1 1 

在宅医療・介護普及啓発 

講演会参加者数 
0 20 20 30 30 30 

在宅看取り件数 2 2 3 3 4 5 

 

⚫ 地域の医療関係者・介護サービス事業者等と連携し、在宅医療と介護サー

ビスを一体的に提供できる体制づくりを推進します。 

 

③ 認知症総合支援事業 

認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、

認知症の方やその家族に対する支援体制の早期確立に努めます。 

▶▶認知症ケアパス 

認知症と疑われる症状が発症した際から進行状況にあわせて、いつ、どこで、どのような

医療や介護サービスの支援を受ければ良いかわかるようにサービスの提供の流れ（認知症ケ

アパス）を作成し、周知します。 

  

実績と計画 

施策の方向 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 

事業内容 
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▶▶認知症集中支援チーム、認知症地域支援推進員 

認知症集中支援チーム及び認知症地域支援推進員の協力のもと、認知症又はその疑いのあ

る方の家族をチーム員が訪問して日常生活の困りごとや心配ごとを確認し、状態や病状に

あった対応のアドバイスや、家族の介護負担軽減などの支援を行う認知症総合支援事業を継

続します。 

▶▶認知症カフェ運営支援 

認知症カフェを開催し、認知症に対する正しい理解の普及と理解促進に努め、認知症の方

やその家族同士の交流等を引き続き実施します。地域包括支援センターからは、認知症地域

支援推進員を派遣します。 

▶▶認知症サポーター養成事業 

認知症に対する正しい知識を持ち、地域の認知症の方やその家族を見守り、支援する「認

知症サポーター」の養成を推進します。 

また、認知症サポーターへのフォローアップについて検討を進めるとともに、地域で支援

を必要とする認知症の方に対して、その近隣に住む認知症サポーターによって編成される

「チームオレンジ」の整備に努め、地域住民同士で助けあう共生社会の実現を目指します。 

 

 

認知症総合支援事業 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和６年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

認知症初期集中支援チーム 

の稼働件数 
0 0 0 2 2 2 

認知症地域支援推進員数 3 4 5 5 6 6 

認知症カフェの設置 0 0 0 1 1 1 

認知症サポーター養成講座 

の開催 
1 1 0 1 1 1 

認知症サポーター養成人数 12 14 0 20 20 20 

チームオレンジの設置 0 0 0 1 1 1 

認知症サポート事業所 

登録件数 
2 2 2 3 4 5 

  

  

実績と計画 
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⚫ 認知症初期集中支援チームの取り組みについて、広報等で周知していき

ます。 

⚫ コロナ禍で中止していた認知症カフェの再開に向けて関係者との検討を

行います。 

⚫ 認知症サポーター養成講座について、社会福祉協議会と協力し開催を検

討します。 

⚫ 認知症サポート事業所について広報等で周知・啓発し、事業所登録を推

進します。 
 
 
 

④ 生活支援体制整備事業 

事業者、ボランティア、ＮＰＯなどの多様な主体による高齢者の日常生活

を支えるための生活支援・介護予防サービスの充実に向けて、ボランティア

等の支援の担い手確保に努めます。 

また、地域で提供される介護予防・生活支援サービスを把握し、地域全体

で総合的に支援・調整し、ネットワーク化や多様なサービスの創出などを行

う生活支援コーディネーターを引き続き配置し、国のガイドライン等を参考

にしながら、地域包括支援センター及び生活支援等サービスの提供主体等と

情報を共有し、連携及び協働による体制整備を推進することを目的とする協

議体を設置します。 

 

生活支援体制整備事業 

今期 実績値 次期 計画値 

令和3年度 

（2021年度） 

令和4年度 

（2022年度） 

令和5年度 

（2023年度） 

令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 

生活支援コーディネーター 

の配置 
1 1 1 1 1 1 

協議体の開催 1 3 3 3 3 3 

 

⚫ 引き続き生活支援コーディネーターの活動支援を行っていきます。 

 

 

施策の方向 

事業内容 

実績と計画 

施策の方向 



 

鳴沢村 第 10 次高齢者保健福祉計画・第 9期介護保険事業計画 

78 

３ 任意事業 

地域支援事業の理念にかなった事業を、地域の実情に応じて市町村独自の発想や創意工夫を

生かした形態により実施する事業で、介護給付費適正化事業や家族介護支援事業、成年後見制

度利用支援事業等が該当します。 

 

① 権利擁護に関する支援 

高齢者が安心して暮らせる村づくりを行うためには、高齢者の人権や財産

等の権利を守ることが重要となります。認知症や失語症など、コミュニケー

ションが困難な状態や、判断能力が低下した場合などを見据えて、高齢者の

権利を擁護するための支援を行っていきます。 

▶▶成年後見制度の利用促進 

村長申立が必要な事案や申立に関する相談など、早急に必要な制度につなげられるよう、

関係機関との連携を強化します。また、広報やパンフレットを活用しながら周知していくこ

とや地域の行事等にて啓発活動を行っていきます。 

▶▶成年後見制度利用支援事業 

親族等がいない方への村長申立裁判の請求費用や成年後見人等の報酬など、必要となる費

用の負担が難しい案件において助成を行います。 

▶▶中核機関の設置 

村長申立てを必要とする高齢者等に対応するため、ニーズの吸い上げを行う検討機関の設

置が必要であると考えられます。今後、本村においても高齢化がさらに進み、身寄りのない

方が増えてくると思われるため、庁内の各課との連携や関係機関との協働体制の整備に向け、

中核機関の設置に向けた取り組みを行います。 

 

⚫ 高齢者の権利を守るための体制づくりを行い、高齢者が安心して暮らせ

る村づくりに努めます。 

 

  

事業内容 

施策の方向 
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第６章 介護保険事業費の算定 

１ 介護保険事業費の推計 

各計画年度における介護保険事業に係る給付費の見込みは以下の算式で算出され、介護報

酬の改定及び介護職員の処遇改善の見直しを勘案した影響額を反映させた第９期計画期間

のサービス給付に必要な総額（Ｃ）は、892,225,660円となります。 

 

介護給付費 ＋ 介護予防給付費 ＝ 
総給付費 

(Ａ) 

 

総給付費 
（Ａ） 

＋ 
特定入所者 

介護サービス 
費等給付額 

＋ 
高額介護 

サービス費 
等給付額 

＋ 
高額医療合算 
介護サービス 
費等給付額 

＋ 
算定対象審
査支払手数

料 
＝ 

標準給付費
(Ｂ) 

 
標準給付費  

（Ｂ） 
＋ 地域支援事業費 ＝ 

サービス給付 
に必要な総額 (Ｃ) 

 

① 介護給付費                                 （単位：円） 

    
令和6年度 

（2024年度） 
令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

合 計 

居宅サービス 

 ①訪問介護 22,415,000 23,400,000 24,050,000 69,865,000 

 ②訪問入浴介護 316,000 316,000 316,000 948,000 

 ③訪問看護 8,904,000 8,915,000 8,915,000 26,734,000 

 ④訪問リハビリテーション 5,726,000 5,733,000 6,587,000 18,046,000 

 ⑤居宅療養管理指導 1,559,000 1,561,000 1,649,000 4,769,000 

 ⑥通所介護 31,288,000 31,328,000 32,416,000 95,032,000 

 ⑦通所リハビリテーション 3,632,000 3,637,000 3,981,000 11,250,000 

 ⑧短期入所生活介護 27,763,000 29,505,000 29,505,000 86,773,000 

 ⑨短期入所療養介護 0 0 0 0 

 ⑩福祉用具貸与 13,357,000 13,173,000 13,779,000 40,309,000 

 ⑪特定福祉用具販売 58,000 58,000 58,000 174,000 

 ⑫住宅改修 681,000 681,000 681,000 2,043,000 

 ⑬特定施設入居者生活介護 2,002,000 2,004,000 2,004,000 6,010,000 

地域密着型サービス     

 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2,163,000 2,166,000 2,166,000 6,495,000 

 ②夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 

 ③地域密着型通所介護 27,637,000 27,672,000 28,669,000 83,978,000 

 ④認知症対応型通所介護 1,117,000 1,119,000 1,119,000 3,355,000 

 ⑤小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

 ⑥認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 

 ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 

 
⑧地域密着型介護老人福祉施設 

入所者生活介護 
32,560,000 32,601,000 32,601,000 97,762,000 

 ⑨看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

施設サービス     

 ①介護老人福祉施設 9,039,000 15,323,000 15,323,000 39,685,000 

 ②介護老人保健施設 46,804,000 46,863,000 46,863,000 140,530,000 

 ③介護医療院 8,457,000 8,468,000 8,468,000 25,393,000 

居宅介護支援 17,638,000 17,372,000 18,571,000 53,581,000 

介護給付費計 263,116,000  271,895,000  277,721,000  812,732,000 

＊給付費は、費用額の90％です。  ＊各給付とも、100円の単位で四捨五入しています。 
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② 介護予防給付費                                     （単位：円） 

  
令和6年度 

（2024年度） 
令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

合 計 

介護予防サービス 

 ①介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 

 ②介護予防訪問看護 0 0 0 0 

 ③介護予防訪問リハビリテーション 0 0 0 0 

 ④介護予防居宅療養管理指導 0 0 0 0 

 ⑤介護予防通所リハビリテーション 0 0 0 0 

 ⑥介護予防短期入所生活介護 0 0 0 0 

 ⑦介護予防短期入所療養介護 0 0 0 0 

 ⑧介護予防福祉用具貸与 80,000 80,000 80,000 240,000 

 ⑨特定介護予防福祉用具販売 0 0 0 0 

 ⑩介護予防住宅改修 0 0 0 0 

 ⑪介護予防特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 

地域密着型介護予防サービス     
 ①介護予防認知症対応型通所介護 0 0 0 0 

 ②介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

 ③介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 

介護予防支援 53,000 53,000 53,000 159,000 

介護予防給付費計  133,000 133,000 133,000 399,000 

＊給付費は、費用額の90％です。 ＊各給付とも、100円の単位で四捨五入しています。 
 

総給付費（Ａ） 

（介護給付費＋介護予防給付費） 
263,249,000  272,028,000  277,854,000  813,131,000  

 

③ 標準給付費                                       （単位：円） 

 
令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 
合 計 

総給付費 263,249,000 272,028,000 277,854,000 813,131,000 

特定入所者介護サービス費等給付額 6,609,756 6,719,939 7,025,390 20,355,085 

高額介護サービス費等給付額 6,134,712 6,237,903 6,521,445 18,894,060 

高額医療合算介護サービス費等給付額 722,277 733,389 766,725 2,222,391 

算定対象審査支払手数料 313,978 318,816 333,330 966,124 

標準給付費見込額（Ｂ） 277,029,723 286,038,047 292,500,890 855,568,660 

 

④ 地域支援事業費                               （単位：円） 

 令和6年度 
（2024年度） 

令和7年度 
（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

合 計 

地域支援事業費 12,219,000 12,219,000 12,219,000 36,657,000 

 介護予防・日常生活支援総合事業費 3,216,000 3,216,000 3,216,000 9,648,000 

包括的支援事業・任意事業費 8,313,000 8,313,000 8,313,000 24,939,000 

包括的支援事業（社会保障充実分） 690,000 690,000 690,000 2,070,000 
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【介護予防・日常生活支援総合事業】             （単位：円 ※( )の数値を除く） 

 
令和6年度 

（2024年度） 
令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

合 計 

訪問介護相当サービス 
 312,000 312,000 312,000 936,000 

（利用者数：人） 1 1 1 3 

訪問型サービスＡ 
 0 0 0 0 

（利用者数：人） 0 0 0 0 

訪問型サービスＢ 0 0 0 0 

訪問型サービスＣ 0 0 0 0 

訪問型サービスＤ 0 0 0 0 

訪問型サービス(その他) 0 0 0 0 

通所介護相当サービス 
 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000 

（利用者数：人） 2 2 2 6 

通所型サービスＡ 
 0 0 0 0 

（利用者数：人） 0 0 0 0 

通所型サービスＢ 0 0 0 0 

通所型サービスＣ 0 0 0 0 

通所型サービス(その他) 0 0 0 0 

栄養改善や見守りを目的とした配食 0 0 0 0 

定期的な安否確認、緊急時の対応、 

住民ボランティア等の見守り 
0 0 0 0 

その他、訪問型サービス・通所型サービスの一体

的提供等 
0 0 0 0 

介護予防ケアマネジメント 158,000 158,000 158,000 474,000 

介護予防把握事業 0 0 0  

介護予防普及啓発事業 1,538,000 1,538,000 1,538,000 4,614,000 

地域介護予防活動支援事業 0 0 0  

一般介護予防事業評価事業 0 0 0  

地域リハビリテーション活動支援事業 0 0 0  

上記以外の介護予防・日常生活総合支援 8,000 8,000 8,000 24,000 

 

【包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業】           （単位：円） 

 
令和6年度 

（2024年度） 

令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 

（2026年度） 
合 計 

包括的支援事業 
(地域包括支援センターの運営) 

8,236,000 8,236,000 8,236,000 24,708,000 

任意事業 77,000 77,000 77,000 231,000 

 

【包括的支援事業（社会保障充実分）】                        （単位：円） 

 
令和6年度 

（2024年度） 
令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

合 計 

在宅医療・介護連携推進事業 0 0 0 0 

生活支援体制整備事業 0 0 0 0 

認知症初期集中支援推進事業 467,000 467,000 467,000 1,401,000 

認知症地域支援・ケア向上事業 0 0 0 0 

認知症サポーター活動促進・ 

地域づくり推進事業 
0 0 0 0 

地域ケア会議推進事業 223,000 223,000 223,000 669,000 

 

⑤ サービス給付費総額                               （単位：円） 
 令和6年度 

（2024年度） 
令和7年度 

（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

合 計 

サービス給付費総額（Ｃ） 
（標準給付費＋地域支援事業費） 

289,248,723 298,257,047 304,719,890 892,225,660 

＊小数点以下を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合もあります。 
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２ 第１号被保険者の保険料の推計 

（１）保険給付費の財源構成 

第１号被保険者の算定基準は、介護保険事業において、法定サービス（介護給付サービス、

予防給付サービス、高額介護サービス、地域支援事業等）を実施していく際の標準給付費（総

事業費の90％）が提供されるサービスの水準によって決まり、保険料に反映されます。 

介護保険制度においては、介護サービスの総事業費から利用者負担分（原則10％）を除い

た標準総給付費について、原則として50％を被保険者の保険料で負担し、残りの50％を公費

で負担します。 

また、被保険者の保険料のうち、原則として23％を第１号被保険者（65歳以上）、27％を

第２号被保険者（40～64歳）が負担することになります。 

 

【介護保険サービス総事業費の財源構成】 
 

総事業費 
 

  

標準総給付費（総事業費の90％） 
利用者負担

※１ 

（総事業費 

の10％） 

 

保険料 50％ 公費 50％ 

第１号被保険者 
保険料 
23％ 

第２号被保険者 
保険料 
27％ 

国 県 村 

調整交付金

５％ 

（全国標準） 

20％ 

（定率） 

12.5％ 

（定率） 

12.5％ 

（定率） 

◎施設等給付費に係る公費負担割合は、国が15％（定率）、県が17.5％（定率）、村が12.5％（定率）となります。 

◎第７期計画以降は高齢化の進展に伴い、第１号被保険者の負担率が23％に改正されています。 

※１ 第７期計画以降は、一定以上の所得のある方（前年の合計所得金額が160万円以上、年金収入で単身 280万円以上、夫婦 

346万円以上）の利用者負担の割合は20％、さらに現役並みの所得のある方（「合計所得金額（給与収入や事業収入等から

給与所得控除や必要経費を控除した額）220万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（単身世帯の場

合。夫婦世帯の場合463万円以上）」）３割負担（ただし、月額44,400円の負担の上限あり）となりました。 
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（２）保険料収納必要額の算定 

保険料については、計画期間のサービス給付に必要な総額を基に算定します。 

本村の第９期計画期間におけるサービス給付に必要な総額（標準給付費＋地域支援事業費）

は892,225,660円となります。この額に第１号被保険者の負担割合（23％）を乗じ、「調整交

付金相当額※２」、「調整交付金の見込み額※２」、「財政安定化基金※３拠出見込み額」、「財

政安定化基金償還金」、「保険者機能強化推進交付金等見込額」、「準備基金取り崩し額」を算

出して、保険料収納必要額を計算します。 

 

 

 
標準給付費見込額 

＋ 
地域支援事業費 

× 
第１号被保険者負担割合 

855,568,660円 36,657,000円 23％ 
 

＋ 

調整交付金相当額＊２ 
（標準給付費額の5.0％） 

－ 

調整交付金見込み額＊２ 
（交付割合： 

R６=0.88%、 
R７=0.78%、 

R８=0.76%） 
＋ 

財政安定化基金＊３拠出見込み額 
（拠出率 ＝ 0.0％） 

43,260,833円 6,969,000円 0円  
 

＋ 
財政安定化基金償還金 

－ 

保険者機能強化推進交付金

等見込額 － 
準備基金取り崩し額 

0円  2,910,000円 41,180,000円 

 

    
＝ 

保険料収納必要額 

    197,413,735円 

※２ 調整交付金の交付割合（％）の全国平均は５％ですが、市町村の後期高齢者や所得水準により、交付割合（％）が増減します。 

※３ 市町村の保険財政が、保険料収納率の低下や介護給付費の増加等で赤字になることを回避し、市町村の介護保険財政の安定を

図るために都道府県が設置する基金のことです。このために市町村から徴収する拠出金を「財政安定化基金拠出金」といい、

国と都道府県それぞれが市町村と同額を負担することになっています。 
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（３）第１号被保険者の保険料 

人口推計に基づき、本村の第１号被保険者は３年間で延べ3,192人と推計されます。しかし

ながら、保険料算出のためには所得段階別にみた補正を行う必要があり、その結果、最終的

な所得段階別加入割合補正後の被保険者数は3,329人（Ｄ）となります。 

 

 
令和6年度 

（2024年度） 
令和7年度 

（2025年度） 
令和8年度 

（2026年度） 
合 計 

第１号被保険者数 1,054人 1,065人  1,073人  3,192人 

 前期（65～74歳） 493人 485人 481人 1,459人 

 後期（75歳以上） 561人 580人 592人 1,733人 

 

 
基準 

所得金額 

所得段階別加入者数 基準額に対する割合（%） 

令和6年度 
（2024年度） 

令和7年度 
（2025年度） 

令和8年度 
（2026年度） 

R6 R7 R8 

第１段階  136人 （12.9％） 138人 （13.0％） 139人 （13.0％） 0.455 0.455 0.455 

第２段階  90人 （8.5％） 89人 （8.4％） 91人 （8.5％） 0.685 0.685 0.685 

第３段階  77人 （7.3％） 78人 （7.3％） 78人 （7.3％） 0.69 0.69 0.69 

第４段階  129人 （12.2％） 130人 （12.2％） 130人 （12.1％） 0.9 0.9 0.9 

第５段階  162人 （15.4％） 164人 （15.4％） 165人 （15.4％） 1 1 1 

第６段階  177人 （16.8％） 178人 （16.7％） 180人 （16.8％） 1.2 1.2 1.2 

第７段階 120万円 140人 （13.3％） 142人 （13.3％） 143人 （13.3％） 1.3 1.3 1.3 

第８段階 210万円 71人 （6.7％） 71人 （6.7％） 72人 （6.7％） 1.5 1.5 1.5 

第９段階 320万円 27人 （2.6％） 29人 （2.7％） 29人 （2.7％） 1.7 1.7 1.7 

第10段階 420万円 17人 （1.6％） 17人 （1.6％） 17人 （1.6％） 1.9 1.9 1.9 

第11段階 520万円 8人 （0.8％） 9人 （0.8％） 9人 （0.8％） 2.1 2.1 2.1 

第12段階 620万円 5人 （0.5％） 5人 （0.5％） 5人 （0.5％） 2.3 2.3 2.3 

第13段階 720万円 15人 （1.4％） 15人 （1.4％） 15人 （1.4％） 2.4 2.4 2.4 

計  1,054人 (100.0％) 1,065人 (100.0％) 1,073人 (100.0％)    

 例えば、令和６年度の第１段階の所得階層別加入割合 

を補正した後の保険者数は、138人×0.455（基準額に 

対する割合）≒63人となります。 

所得段階別加入割合 
補正後被保険者数 

1,098人 1,111人 1,119人 
３年間計
（Ｄ） 

3,329人 
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算出された保険料収納必要額（197,413,735円）に、これまでの実績に基づき予定保険料収

納率を99.0％と見込み、所得段階別割合補正後の被保険者数を用いて保険料基準額を算出し

ます。 

第９期計画（令和６年度～令和８年度）においては、第１号被保険者の高齢者総数の増加

に伴い給付費も伸びており、介護保険料基準月額は6,043円となりますが、準備基金を取り崩

すことで介護保険料基準月額は5,000円になります。 

 
 

 
保険料収納必要額 

÷ 

予定保険料収納率 

÷ 

所得段階別加入割合補正後 
被保険者数（３年間分） 

197,413,735円 99.0％ 3,329人  
 

≒ 
保険料基準 年額 

⇒ 
保険料基準 月額 

60,000円 5,000円 
 
 

 
第８期保険料月額 

⇒ 
第９期保険料月額 

 
増減率 

5,400円  5,000円 ▲約7.4％ 
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【第9期介護保険事業計画における第１号被保険者の保険料】 

所得段階 対象となる方 
保 険 料 

保険料率 月額 年額 

第１段階 

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、または
世帯全員が住民税非課税でかつ本人の年金収入
が80万円以下の方 

0.455 

（0.285） 

2,275円 

(1,425円) 

27,300円 

(17,100円) 

第２段階 

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金
額と前年の課税年金収入額の合計が120万円以
下の方 

0.685 

（0.485） 

3,425円 

(2,425円) 

41,100円 

(29,100円) 

第３段階 

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収
入金額と合計所得金額の合計が年間120万円を
超える方 

0.69 

（0.685） 

3,450円 

(3,425円) 

41,400円
(41,100円) 

第４段階 

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税
者がいる方で、本人の課税年金収入と合計所得
金額の合計が年間80万円以下の方 

0.9 4,500円 54,000円 

第５段階 
（基準） 

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税
者がいる方で、本人の課税年金収入と合計所得
金額の合計が年間80万円を超える方 

1.00 5,000円 60,000円 

第６段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が120万円
未満の方 

1.20 6,000円 72,000円 

第７段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が210万円
未満の方 

1.30 6,500円 78,000円 

第８段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が320万円
未満の方 

1.50 7,500円 90,000円 

第９段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が420万円
未満の方 

1.70 8,500円 102,000円 

第10段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が520万円
未満の方 

1.90 9,500円 114,000円 

第11段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が620万円
未満の方 

2.10 10,500円 126,000円 

第12段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が720万円
未満の方 

2.30 11,500円 138,000円 

第13段階 
本人が住民税課税で合計所得金額が720万円
以上の方 

2.40 12,000円 144,000円 

◎第１段階から第３段階の保険料については、公費による軽減措置が実施されます（表中（）内に記載）。 
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第７章 計画を推進するための施策 

高齢者や家族、地域住民、地域のあらゆる分野における関係機関・団体等が、高齢者福祉や介護

保険事業等の知識を深めるとともに情報提供・相談体制の充実を図り、連携を強化する取り組みが

重要です。 

（１）情報提供体制の充実 

① 広報紙等既存媒体の活用 

⚫ 広報紙に高齢者福祉や介護保険制度の改正等に関する記事を掲載し、住民全体に対して分

かりやすい情報提供に努めます。 

⚫ 高齢者が集まる機会を活用し、情報提供を行っていきます。 

② 民生委員・児童委員による広報・啓発 

⚫ 民生委員・児童委員等を通じて、サービスや介護保険制度の改正等に関する啓発を促進し

ます。 

⚫ 民生委員・児童委員を対象とした情報交換会や研修会などを実施します。 

③ 多様な情報媒体の利用 

⚫ 高齢者福祉事業や介護保険事業等の高齢者に関わる情報を住民に分かりやすく、的確に提

供できるように、村のホームページを利用する等、多くの情報媒体を利用した広報・啓発

を進めます。 

④ 関係機関との連携強化 

⚫ 福祉保健課・保健師が中心となって関係機関との連携の強化及び総合調整を行い、最新の

情報が提供できる体制づくりに努めます。 

⑤ 事業者に対する情報提供の充実 

⚫ 供給者側である事業者に対しても、利用者のニーズを的確に伝えるために、アンケートや

調査等を必要に応じて実施していきます。 

 

（２）相談援助体制の充実 

① 安心して相談できる窓口の設置 

⚫ 高齢者の権利擁護に配慮し、かつ利用しやすい窓口であるよう、環境づくりに努めます。 

⚫ 複雑な相談や生活に関する相談が増えていることから、保健師が民生委員や社会福祉士と

連携して対応できるよう、総会などを通じて連絡を取り合います。 

② ふくし出張相談窓口の開設 

⚫ 庁内以外での相談対応ができる窓口として、鳴沢村総合センターを活用し、アウトリーチ

機能を備えた出張相談会を開催します。 
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③ 福祉保健課を中心とした相談機能の充実 

⚫ 介護サービス利用の相談機能に加え、介護予防や高齢者の生活支援に関する相談等、福祉

保健課（地域包括支援センター）の相談機能の充実に努めます。 

④ 研修等の参加促進 

⚫ 関係職員の知識向上のため、県等が実施する研修会や会議等への積極的な参加を推進し、

既存相談事業の充実を図ります。 
 

（３）地域におけるネットワークの構築 

① 地域包括支援センターの充実 

⚫ 地域包括支援センターとしての機能の充実に努め、地域における相談・支援・介護予防ケ

アマネジメント、包括的・継続的マネジメント、権利擁護事業を総括的に、公正・中立の

立場から運営を図ります。 

② 事業者間の連携 

⚫ ケアマネジメントに関する勉強会や意見交換会を継続的に開催し、事業者間の連携強化を

図ります。 

③ 地域のあらゆる分野における連携強化 

⚫ 高齢者に関する保健、医療、福祉サービスを効果的に実施するため、地域のあらゆる分野

における関係機関・団体の連携強化を図ります。 
 

（４）計画の推進体制の充実 

① 総合的なサービス提供体制の確立 

⚫ 医療施設や社会福祉協議会等、関係機関との連携を密にし、総合的なサービスの提供体制

を構築します。 

② 近隣市町村との連携強化 

⚫ 県や近隣市町村との連携を強化し、必要に応じて会議を開催して計画推進についての検討

を行います。 

③ 手続き体制の整備 

⚫ 各種申請書を簡素化し、保健、医療、福祉の申請受付体制の総合化を図り、手続き方法の

整備を行います。 

④ 事業運営の点検体制 

⚫ 介護保険事業の運営に住民の意見が十分に反映され、円滑に、かつ適切に行われるよう、

運営協議会による計画の実施及び進捗状況の点検・評価を行い、制度の充実に向けて取り

組みます。 
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